


新生･トロイカ ロシアファンド 

追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ/自動けいぞく投資可能 

投資信託説明書（交付目論見書） 

（訂正事項分） 

2008 年 12 月 24 日 

 

この冊子は、「新生･トロイカ ロシアファンド」の投資信託説明書（交付目論見書(2008.05)）の訂正

事項を記載したものです。投資家の皆様におかれましては、お手数ではございますが、同投資信

託説明書(交付目論見書)の該当部分をこの冊子にしたがい読み替えていただきますようお願い

申し上げます。 

 

1.この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「新生･トロイカ ロシアファンド」の募集について

は、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第５条の規定により有価証券届出書を

平成 20 年４月 25 日に関東財務局長に提出しており、平成 20 年５月 11 日にその効力が発生し

ております。また、同法第７条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成 20 年 10 月２日

および同年 12 月 24 日に関東財務局長に提出しております。 

 

２.金融商品取引法第 13 条第２項第２号に定める内容を記載した投資信託説明書（請求目論見

書）は、投資家からの請求があった場合に交付されます。当該請求を行った場合には、投資家

自らが当該請求を行った旨を記録しておくようにしてください。なお、当投資信託説明書（交付目

論見書）は、投資信託説明書（請求目論見書）を添付しております。 

 

当ファンドは、主として、投資信託証券への投資を通じて、主にロシアの株式を実質的な投

資対象としますので、組入株式の価格の変動や、株式の発行会社の倒産や財務状況の悪

化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投

資をする場合は、為替の変動により、損失を被ることがあります。 

 

・投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。 

・銀行など登録金融機関で投資信託を購入された場合、投資者保護基金の支払対象で

はありません。 

・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。 

・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになり

ます。 

 



１【目論見書の訂正理由】 

「新生・トロイカ ロシアファンド」投資信託説明書（交付目論見書）2008.05の記載事項のうち訂正

すべき事項が発生いたしましたので、これを訂正するものです。 
 

２【訂正の内容】 

訂正後の内容を記載しております。 
 

第二部 ファンド情報 

第１ ファンドの状況 

４ 手数料等及び税金 

（５）課税上の取扱い（原交付目論見書 22～23 ページ） 

受益者が支払いを受ける「収益分配金」のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに個別元本に

ついて 

<普通分配金と特別分配金> 

収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分配金」（元本の一部

払戻しに相当する部分）の区分があります。 

受益者が収益分配金を受け取る際 

（１）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当りの個別元本と同額かまたは上回って

いる場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。 

（２）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当りの個別元本を下回っている場合には、

収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が特別分配金となり、収益分配金から特

別分配金を控除した金額が普通分配金となります。 

（３）収益分配金発生時に、その個別元本から特別分配金を控除した額が、その後の受益者の

個別元本となります。 

<個別元本> 

各受益者の買付時の受益権の基準価額（お申込手数料および当該手数料に係る消費税等相

当額は含まれません。）が個別元本になります。 

（１）受益者が同一ファンドを複数回お申し込みの場合、１口当りの個別元本は、申込口数で加

重平均した値となります。ただし、複数支店で同一ファンドをお申し込みの場合などにより把

握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。 

（２）受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特

別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 

 

※税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。 



≪参考≫個人投資家および法人投資家の課税の取扱いについて 

 

＜個人投資家の場合＞ 

平成 20 年 12 月 31 日まで 

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超

過額については、配当所得として 10％（所得税７％および地方税３％）の税率による源泉徴収（申

告不要）が行われます。収益分配金のうち税法上課税扱いとなるのは普通分配金のみであり、特

別分配金は課税されません。なお、確定申告を選択した場合は、総合課税（配当控除の適用な

し）とすることができます。 

一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、株式の売買益との通算が可能と

なります。 

平成 21 年１月１日以降 

（１）収益分配金に対する課税 

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、原則として 20％（所得税 15％およ

び地方税５％）の源泉徴収税率が適用となります。 

しかし、平成 21 年１月１日から平成 22 年 12 月 31 日までの２年間は特例措置として、その年分

の普通分配金など上場株式等の配当等の金額の合計額が 100 万円（同一支払者からの年間

支払金額が１万円以下のものは除外されます）までは、10％（所得税７％および地方税３％）の

源泉徴収税率が適用され、申告不要の特例があります。ただし、上記年分の普通分配金等の

金額の合計額が 100 万円を超える場合、その超える年分については確定申告が必要となりま

す。この場合は、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することができ、申告分離課税を

選択した場合、100 万円を超える部分については 20％（所得税 15％および地方税５％）の税率

となります。 

 

（２）一部解約時および償還時に対する課税 

一部解約時および償還時の利益（譲渡益）については、原則として 20％（所得税 15％および地

方税５％）の課税対象（譲渡所得等）となり、申告分離課税が適用されます。ただし、平成 21 年

１月１日から平成 22 年 12 月 31 日までの２年間は特例措置として、その年における他の上場株

式等の譲渡所得等を含めた合計額のうち、500 万円以下の部分については 10％（所得税７％

および地方税３％）の税率が適用されます。特定口座（源泉徴収口座）を利用した場合には

10％の税率による源泉徴収が行われ、確定申告が不要です。しかし、特定口座（源泉徴収口

座）を利用している場合でも、500 万円を超える場合は確定申告が必要となり、その超える部分

については 20％（所得税 15％および地方税５％）の税率が適用されます。また、平成 21 年１月

１日以降は、一部解約時および償還時に発生した譲渡損益を確定申告することにより、他の上

場株式等の譲渡損益および上場株式等の配当所得の金額（申告分離課税を選択したものに

限ります。）との損益通算ならびに３年間の繰越控除の対象とすることができます。 

なお、平成 23 年以降は、譲渡所得等の金額に関わらず 20％（所得税 15％および地方税５％）

の税率が適用されます。 



＜法人投資家の場合＞ 

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約

時および償還時の個別元本超過額については、平成 21 年３月 31 日までは７％(所得税７％、地

方税の源泉徴収はありません。)、平成 21 年４月１日以降は 15％(所得税 15％、地方税の源泉徴

収はありません。)の税率による源泉徴収が行われます。なお、当ファンドについては、益金不算

入制度は適用されません。また、法人が受け取る譲渡益に関しては、全額が法人税の課税対象と

なります。 

 

※ 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。 

※ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。 

 

６ 手続等の概要 

(２)換金(解約)手続等 

⑥ 手取額（原交付目論見書 28 ページ） 

（前略） 
※３ 個人投資家の場合は、平成 21 年１月１日以降 10％（所得税７％および地方税３％）の

軽減税率は廃止され、20％（所得税 15％および地方税５％）の税率が適用となります。し

かし、平成 21 年１月１日から平成 22 年 12 月 31 日までの２年間は特例措置として、10％

（所得税７％および地方税３％）の税率による源泉徴収が行われます。 

法人投資家の場合は、平成 21 年４月１日以降 ７％(所得税７％、地方税の源泉徴収は

ありません。)の税率が、15％(所得税 15％、地方税の源泉徴収はありません。) に変更さ

れます。 

● 税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。 

● 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。 

（後略） 



新生･トロイカ ロシアファンド 

追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ/自動けいぞく投資可能 

投資信託説明書（請求目論見書） 

（訂正事項分） 

2008 年 12 月 24 日 

 

この冊子は、「新生･トロイカ ロシアファンド」の投資信託説明書（請求目論見書(2008.05)）の訂正

事項を記載したものです。投資家の皆様におかれましては、お手数ではございますが、同投資信

託説明書(請求目論見書)の該当部分をこの冊子にしたがい読み替えていただきますようお願い

申し上げます。 

 

この投資信託説明書（請求目論見書）により行う「新生･トロイカ ロシアファンド」の募集について

は、委託会社は、金融商品取引法（昭和 23 年法第 25 号）第５条の規定により有価証券届出書を

平成 20 年４月 25 日に関東財務局長に提出しており、平成 20 年５月 11 日にその効力が発生し

ております。また、同法第７条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成 20 年 10 月２日

および同年 12 月 24 日に関東財務局長に提出しております。 

 

当ファンドは、主として、投資信託証券への投資を通じて、主にロシアの株式を実質的な投

資対象としますので、組入株式の価格の変動や、株式の発行会社の倒産や財務状況の悪

化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投

資をする場合は、為替の変動により、損失を被ることがあります。 

 

・投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。 

・銀行など登録金融機関で投資信託を購入された場合、投資者保護基金の支払対象で

はありません。 

・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。 

・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことにな

ります。 

 



１【目論見書の訂正理由】 

「新生・トロイカ ロシアファンド」投資信託説明書（請求目論見書）2008.05の記載事項のうち訂正

すべき事項が発生いたしましたので、これを訂正するものです。 

 

２【訂正の内容】 

訂正後の内容を記載しております。 

 

第三部 ファンドの詳細情報 

第２ 手続等 

２ 換金(解約)手続等 

⑥ 手取額（原請求目論見書３～４ページ） 

（前略） 
※３ 個人投資家の場合は、平成 21 年１月１日以降 10％（所得税７％および地方税３％）の

軽減税率は廃止され、20％（所得税 15％および地方税５％）の税率が適用となります。し

かし、平成 21 年１月１日から平成 22 年 12 月 31 日までの２年間は特例措置として、10％

（所得税７％および地方税３％）の税率による源泉徴収が行われます。 

法人投資家の場合は、平成 21 年４月１日以降 ７％(所得税７％、地方税の源泉徴収は

ありません。)の税率が、15％(所得税 15％、地方税の源泉徴収はありません。) に変更さ

れます。 

● 税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。 

● 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。 

 

 



新生･トロイカ ロシアファンド 

追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ/自動けいぞく投資可能 

投資信託説明書（交付目論見書） 

（訂正事項分） 

2009 年２月 27 日 

 

この冊子は、「新生･トロイカ ロシアファンド」の投資信託説明書（交付目論見書(2008.05)）の訂正

事項を記載したものです。投資家の皆様におかれましては、お手数ではございますが、同投資信

託説明書(交付目論見書)の該当部分をこの冊子にしたがい読み替えていただきますようお願い

申し上げます。 

 

1.この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「新生･トロイカ ロシアファンド」の募集について

は、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第５条の規定により有価証券届出書を

平成 20 年４月 25 日に関東財務局長に提出しており、平成 20 年５月 11 日にその効力が発生し

ております。また、同法第７条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成 20 年 10 月２日、

平成 20 年 12 月 24 日および平成 21 年２月 27 日に関東財務局長に提出しております。 

 

２.金融商品取引法第 13 条第２項第２号に定める内容を記載した投資信託説明書（請求目論見

書）は、投資家からの請求があった場合に交付されます。当該請求を行った場合には、投資家

自らが当該請求を行った旨を記録しておくようにしてください。なお、当投資信託説明書（交付目

論見書）は、投資信託説明書（請求目論見書）を添付しております。 

 

当ファンドは、主として、投資信託証券への投資を通じて、主にロシアの株式を実質的な投

資対象としますので、組入株式の価格の変動や、株式の発行会社の倒産や財務状況の悪

化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投

資をする場合は、為替の変動により、損失を被ることがあります。 

 

・投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。 

・銀行など登録金融機関で投資信託を購入された場合、投資者保護基金の支払対象で

はありません。 

・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。 

・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになり

ます。 

 



 

１【目論見書の訂正理由】 

「新生・トロイカ ロシアファンド」投資信託説明書（交付目論見書）2008.05の記載事項のうち

訂正および更新すべき事項が発生いたしましたので、これを訂正するものです。 

 
２【訂正の内容】 

訂正および更新後の内容を記載しております。 

 

第一部 証券情報 

（２）内国投資信託受益証券の形態等（原交付目論見書１ページ） 

（前略） 

※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）

の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記

載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する

「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座

簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録さ

れることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である新生インベスト

メント・マネジメント株式会社（以下、「委託者」、「委託会社」または「当社」という場合が

あります。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受

益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありませ

ん。 

 



 

第二部 ファンド情報 

第１ ファンドの状況 

1 ファンドの性格 

(２) ファンドの仕組み（原交付目論見書７～８ページ） 

① ファンドの仕組み 

 

 

Troika Shinsei Russia Fund     

Class A  

 
新生インベストメント・マネジメント 

株式会社 

 

信託財産の運用指図、目論見書
および運用報告書の作成、基準
価額の計算および信託財産に関
する帳簿書類の作成を行いま
す。なお、信託財産の計算その
他当ファンドの事務管理に関する
業務を第三者に委託することがあ
ります。 

委託会社 

           受益者 

ロシアの株式等 

新生・トロイカ ロシアファンド 

 
りそな信託銀行株式会社 
(再信託受託銀行:日本トラ
スティ・サービス信託銀行
株式会社) 

  

信託財産の保管・管理・計
算を行います。 

 
受益権の募集の取扱いおよび
販売、一部解約に関する事務、
収益分配金、償還金および一部
解約金の支払い、ならびに収益
分配金の再投資に関する事務
等の代行等を行います。 

販売会社 

受託会社 

SIM ショートターム・ 

マザー・ファンド 

わが国の短期公社債

および短期金融商品等

一部解約金・分配金・償還金 申込金 

証券投資信託契約 

損益 投資 

損益 投資 

損益 投資 

損益 投資 

投資信託受益権の 
募集等の取扱に関する契約 

（注）関係当局の許認可等を前

提に、平成 21 年４月１日付

で、りそな銀行とりそな信託

銀行が合併し、りそな銀行

となる予定です。 

 



 

② 契約等の概要 

１）証券投資信託契約 

「証券投資信託契約」は、委託会社（新生インベストメント・マネジメント株式会社）と受託会

社（りそな信託銀行）との間で結ばれ、投資運用方針、収益分配方法、受益権の内容等、フ

ァンドの運用・管理について定めた契約です。 

（注）関係当局の許認可等を前提に、平成 21 年４月１日付で、りそな銀行とりそな信託銀行

が合併し、りそな銀行となる予定です。 

（後略） 
 

４ 手数料等及び税金 

（５）課税上の取扱い（原交付目論見書 22～23 ページ） 

（前略） 
＜個人投資家の場合＞ 

（１）収益分配金に対する課税 
（後略） 

 



 

５ 運用状況（原交付目論見書24～25ページ） 

 

以下は平成 20 年 12 月末日現在の運用状況であります。 

また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

 

（１）投資状況 

資産の種類 国／地域 時価合計(円) 投資比率(％) 

投資信託受益証券 ケイマン 1,480,559,660 93.09 

親投資信託受益証券 日本 20,167,456 1.27 

現金・預金・その他の資産 

(負債控除後) 
― 89,815,731 5.64 

合計(純資産総額)   1,590,542,847 100.00 

 

（２）投資資産 

①投資有価証券の主要銘柄 

１） 評価額上位銘柄明細 

国/ 

地域 
種類 銘柄名 数量 

簿価

単価

(円) 

簿価 

金額 

(円) 

評価 

単価 

(円) 

評価 

金額 

(円) 

投資

比率

(％)

ケイ

マン 

投資 

信託 

受益 

証券 

Troika Shinsei 

Russia Fund 
7,094,890.690 928.55 6,587,960,750 208.6797 1,480,559,660 93.09

日本 

親投

資信

託受

益証

券 

SIM ショート 

ターム・マザー 

ファンド 

19,900,786 1.0095 20,089,844 1.0134 20,167,456 1.27 

 

２） 種類別及び業種別投資比率 

種類 業種 投資比率(％) 

投資証券 ― 93.09 

親投資信託受益証券 ― 1.27 

合計 94.36 

 

②投資不動産物件 

該当事項はありません。 

 



 

③その他投資資産の主要なもの 

該当事項はありません。 

 

（３）運用実績 

①純資産の推移 
平成 20 年 12 月末日及び同日前１年以内における各月末（設定来）の純資産の推移は

次の通りです。 
純資産総額（百万円） １口当たり純資産額(円)  

 (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 

設定時 

（平成 20年 ５月 30 日） 
5,420 ― 1.0000 ―

第１中間計算期間末 

（平成 20年 11 月 29 日） 
1,816 ― 0.2489 ―

平成 20 年 ５月末日 5,420 ― 1.0000  ―

平成 20 年 ６月末日 6,594 ― 0.9524  ―

平成 20 年 ７月末日 5,892 ― 0.8037  ―

平成 20 年 ８月末日 5,131 ― 0.6977  ―

平成 20 年 ９月末日 3,568 ― 0.4964  ―

平成 20年 10 月末日 2,102 ― 0.2914  ―

平成 20年 11 月末日 1,817 ― 0.2489  ―

平成 20年 12 月末日 1,590 ― 0.2271  ―

＊純資産総額（百万円）は単位未満を切り捨てて表示しています。 

 
②分配の推移 

該当事項はありません。 

 

③収益率の推移 
期間 収益率（％） 

第１中間計算期間 
自 平成 20 年 ５ 月 30 日（設定日） 

至 平成 20 年 11 月 29 日 
△75.1 

＊各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計

算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。ただし、第 1 中間計

算期間は設定時の基準価額。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に 100 を乗じ

て得た数を記載しております。なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで

表示しております。 

 



 

（参考） 

 

「SIM ショートターム・マザー・ファンド」の平成 20 年 12 月末日現在の運用状況であります。 

また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

 

（１）投資状況 

資産の種類 国／地域 時価合計(円) 投資比率(％) 

国債証券 日本 1,019,653,330 99.27

コール・ローン等、その他の資産 

（負債控除後） 
― 7,477,767 0.73

合計(純資産総額)   1,027,131,097 100.00

 

（２）投資資産 

① 投資有価証券の主要銘柄 

１） 評価額上位銘柄明細 

利率(％) 券面総額 簿価金額（円） 評価金額（円） 
投資

比率
国/ 

地域 
銘柄名 種類別 

償還期限 （円） 単価 金額 単価 金額 （％）

-- 
日本 

政府短期証券 

第 550 回 

国債 

証券 2009 年 2 月 16 日
200,000,000 99.88 199,766,400 99.9791 199,958,200 19.47

-- 
日本 

政府短期証券 

第 552 回 

国債 

証券 2009 年 2 月 23 日
100,000,000 99.87 99,877,900 99.9755 99,975,500 9.73

-- 
日本 

政府短期証券 

第 554 回 

国債 

証券 2009 年 3 月 9 日
50,000,000 99.87 49,936,950 99.9682 49,984,100 4.87

-- 
日本 

政府短期証券 

第 558 回 

国債 

証券 2009 年 3 月 23 日
200,000,000 99.87 199,745,200 99.9620 199,924,000 19.46

-- 
日本 

政府短期証券 

第 559 回 

国債 

証券 2009 年 3 月 27 日
470,000,000 99.91 469,592,980 99.9599 469,811,530 45.74

 

２） 種類別及び業種別の投資比率 

種類 業種 投資比率(％) 

国債証券 ― 99.27 

合計 99.27 

 

② 投資不動産物件 

該当事項はありません。 

 

③ その他投資資産の主要なもの 

該当事項はありません。 



 

第２ 財務ハイライト情報（原交付目論見書 34 ページ） 

 

（１）下記の情報は有価証券届出書、「第三部 ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理状

況」の「１中間財務諸表」に記載された情報を抜粋して記載したものです。 

 

（２）「中間財務諸表」については、監査法人トーマツによる監査を受けております。また、当

該監査法人による中間監査報告書は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 

第４ ファンドの経理状況」に記載されている「中間財務諸表」に添付されております。 

 
 



 
新生・トロイカ ロシアファンド 中間財務諸表 

 
１ 中間貸借対照表 
                                       （単位：円） 

 第１期中間計算期間 

（平成 20年 11 月 29 日現在） 

資産の部 
 流動資産 
  金銭信託 
  コール・ローン 
  投資信託受益証券 
  親投資信託受益証券 
  未収利息    

 

 

213,287

76,123,373

1,727,449,300

50,148,574

834

 流動資産合計 1,853,935,368

資産合計 1,853,935,368

負債の部 
 流動負債 
  未払解約金 
  未払受託者報酬 
  未払委託者報酬 
  その他未払費用 

10,171,054

698,228

26,067,039

527,772

 流動負債合計 37,464,093

負債合計 37,464,093

純資産の部 
 元本等 
  元本 
  剰余金 
   剰余金又は欠損金(△) 

7,298,094,172

△5,481,622,897

純資産合計 1,816,471,275

負債純資産合計 1,853,935,368

 



２ 中間損益及び剰余金計算書 

                                        （単位：円） 

 

第１期中間計算期間 

 (自平成20年５月30日（設定日）

至平成20年11月29日） 

営業収益 

 受取利息 

 有価証券売買等損益 

181,853

△5,372,402,126

営業収益合計 △5,372,220,273

営業費用 

 受託者報酬 

 委託者報酬 

 その他費用 

698,228

26,067,039

527,772

営業費用合計 27,293,039

営業利益又は営業損失（△） △5,399,513,312

経常利益又は経常損失（△） △5,399,513,312

中間純利益又は中間純損失（△） 

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う

中間純損失金額の分配額（△） 

剰余金増加額又は欠損金減少額 

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 

剰余金減少額又は欠損金増加額 

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 

△5,399,513,312

△255,012,924

11,275,581

11,275,581

-

348,398,090

-

348,398,090

剰余金又は欠損金（△） △5,481,622,897

 

３ 中間注記表 

(中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項に関する注記） 

項目 

第１期中間計算期間 

（自平成20年５月30日（設定日） 

至平成20年11月29日） 

１. 有価証券の評価基準

及び評価方法 

(１)投資証券 

 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 

時価評価にあたっては、中間計算期間末日に知りうる直 

近の日の基準価額に基づいて評価しております。 

(２)親投資信託受益証券 

 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 

時価評価にあたっては、中間計算期間末日における親投 

資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 

２．その他中間財務諸表

作成のための基本と

なる重要な事項 

ファンドの中間計算期間 

当ファンドの第１期中間計算期間は平成 20年５月 30 

日から平成 20年 11 月 29 日までとなっております。 

 



新生･トロイカ ロシアファンド 

追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ/自動けいぞく投資可能 

投資信託説明書（請求目論見書） 

（訂正事項分） 

2009 年２月 27 日 

 

この冊子は、「新生･トロイカ ロシアファンド」の投資信託説明書（請求目論見書(2008.05)）の訂正

事項を記載したものです。投資家の皆様におかれましては、お手数ではございますが、同投資信

託説明書(請求目論見書)の該当部分をこの冊子にしたがい読み替えていただきますようお願い

申し上げます。 

 

この投資信託説明書（請求目論見書）により行う「新生･トロイカ ロシアファンド」の募集について

は、委託会社は、金融商品取引法（昭和 23 年法第 25 号）第５条の規定により有価証券届出書を

平成 20 年４月 25 日に関東財務局長に提出しており、平成 20 年５月 11 日にその効力が発生し

ております。また、同法第７条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成 20 年 10 月２日、

平成 20 年 12 月 24 日および平成 21 年２月 27 日に関東財務局長に提出しております。 

 

当ファンドは、主として、投資信託証券への投資を通じて、主にロシアの株式を実質的な投

資対象としますので、組入株式の価格の変動や、株式の発行会社の倒産や財務状況の悪

化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投

資をする場合は、為替の変動により、損失を被ることがあります。 

 

・投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。 

・銀行など登録金融機関で投資信託を購入された場合、投資者保護基金の支払対象で

はありません。 

・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。 

・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことにな

ります。 
 



 

 

１【目論見書の訂正理由】 

「新生・トロイカ ロシアファンド」投資信託説明書（請求目論見書）2008.05の記載事項のうち

訂正および更新すべき事項が発生いたしましたので、これを訂正するものです。 

 

２【訂正の内容】 

訂正および更新後の内容を記載しております。 

 

第三部 ファンドの詳細情報 

第４ ファンドの経理状況（原請求目論見書９ページ） 

（１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関

する規則」（昭和 52 年大蔵省令第 38 号）並びに同規則第 38 条の３及び第 57 条

の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第

133 号）に基づいて作成しております。 

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

 

（２）当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第１期中

間計算期間（平成 20 年５月 30 日（設定日）から平成 20 年 11 月 29 日まで）の

中間財務諸表について、監査法人ト－マツによる中間監査を受けております。 

 





 
新生・トロイカ ロシアファンド 中間財務諸表 

 
（１）中間貸借対照表 
                                       （単位：円） 

 第１期中間計算期間 

（平成 20年 11 月 29 日現在） 

資産の部 
 流動資産 
  金銭信託 
  コール・ローン 
  投資信託受益証券 
  親投資信託受益証券 
  未収利息    

 

 

213,287

76,123,373

1,727,449,300

50,148,574

834

 流動資産合計 1,853,935,368

資産合計 1,853,935,368

負債の部 
 流動負債 
  未払解約金 
  未払受託者報酬 
  未払委託者報酬 
  その他未払費用 

10,171,054

698,228

26,067,039

527,772

 流動負債合計 37,464,093

負債合計 37,464,093

純資産の部 
 元本等 
  元本 
  剰余金 
   剰余金又は欠損金(△) 

7,298,094,172

△5,481,622,897

純資産合計 1,816,471,275

負債純資産合計 1,853,935,368

 



（２）中間損益及び剰余金計算書 

                                        （単位：円） 

 

第１期中間計算期間 

 (自平成20年５月30日（設定日）

至平成20年11月29日） 

営業収益 

 受取利息 

 有価証券売買等損益 

181,853

△5,372,402,126

営業収益合計 △5,372,220,273

営業費用 

 受託者報酬 

 委託者報酬 

 その他費用 

698,228

26,067,039

527,772

営業費用合計 27,293,039

営業利益又は営業損失（△） △5,399,513,312

経常利益又は経常損失（△） △5,399,513,312

中間純利益又は中間純損失（△） 

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う

中間純損失金額の分配額（△） 

剰余金増加額又は欠損金減少額 

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 

剰余金減少額又は欠損金増加額 

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 

△5,399,513,312

△255,012,924

11,275,581

11,275,581

-

348,398,090

-

348,398,090

剰余金又は欠損金（△） △5,481,622,897

 



（３）中間注記表 

(中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項に関する注記） 

項目 

第１期中間計算期間 

（自平成20年５月30日（設定日） 

至平成20年11月29日） 

１. 有価証券の評価基準

及び評価方法 

(１)投資証券 

 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 

時価評価にあたっては、中間計算期間末日に知りうる直 

近の日の基準価額に基づいて評価しております。 

(２)親投資信託受益証券 

 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 

時価評価にあたっては、中間計算期間末日における親投 

資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 

２．その他中間財務諸表

作成のための基本と

なる重要な事項 

ファンドの中間計算期間 

当ファンドの第１期中間計算期間は平成 20年５月 30 

日から平成 20年 11 月 29 日までとなっております。 

 

（中間貸借対照表に関する注記） 

項目 
第１期中間計算期間 

（平成 20年 11 月 29 日現在） 

１. 当該中間計算期間の末日における受益権総数 

２． 投資信託財産の計算に関する規則第 55条の６ 

第 10号に規定する額 

元本の欠損 

３．１口当たり純資産額 

(１万口当たり純資産額） 

7,298,094,172 口 

 

 

5,481,622,897 円 

 0.2489 円 

           （2,489 円）

  

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記） 

第１期中間計算期間 

（自平成20年５月30日（設定日） 

至平成20年11月29日） 

剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額 

 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間追加信託に伴う剰余金 

減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又 

は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。 

 

（重要な後発事象に関する注記） 

第１期中間計算期間 

（自平成20年５月30日（設定日） 

至平成20年11月29日） 

該当事項はありません。 

 



（その他の注記） 

１ 開示対象ファンドの中間計算期間における元本額の変動 

項目 
第１期中間計算期間 

（平成 20年 11 月 29 日現在） 

期首元本額 

期中追加設定元本額 

期中一部解約元本額 

5,420,630,870 円 

2,506,815,938 円 

629,352,636 円 

 

２ 有価証券関係 

第１期中間計算期間 

（平成 20年 11 月 29 日現在） 

該当事項はありません。 

 

３ デリバティブ取引関係 

第１期中間計算期間 

（平成 20年 11 月 29 日現在） 

該当事項はありません。 

 



 

＜参考＞ 
本書の開示対象ファンド（新生・トロイカ ロシアファンド、以下「当ファンド」と

いいます。）は、ケイマン籍の円建て外国投資信託である「Troika Shinsei Russia Fund」

を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」

は、同外国投資信託の受益証券です。同外国投資信託の計算期間末日(平成 21 年３月

31 日)時点で、現地の法律に基づいた同外国投資信託の財務諸表が作成され、委託会社

が監査を受けた財務諸表を管理会社より入手する予定です。 

また、当ファンドは「SIM ショートターム・マザーファンド」（以下「マザーファン

ド」といいます。）の受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上さ

れている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。当

ファンドの計算日における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、

監査意見の対象ではありません。 



 
     SIM ショートターム・マザー・ファンドの状況 
 
（１）貸借対照表 
                                  （単位：円） 

 (平成 20年 11 月 29 日現在) 

資産の部 
 流動資産 
  コール・ローン 
  国債証券 
  未収利息 

6,752,160

1,049,516,600

36

 流動資産合計 1,056,268,796

資産合計 1,056,268,796

負債の部 
負債合計 -

純資産の部 
 元本等 
  元本 
  剰余金 
   剰余金 

1,043,167,344

13,101,452

純資産合計 1,056,268,796

負債純資産合計 1,056,268,796

 



（２）注記表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

項目 
（自平成20年５月30日 

至平成20年11月29日） 

有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 

個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価

にあたっては、計算日に知りうる直近の日の価格情報会

社の提供する価額等で評価しております。 

   

（貸借対照表に関する注記） 

項目 (平成 20年 11 月 29 日現在) 

１.計算日における受益権総数 

 

２.１口当たり純資産額 

（1万口当たり純資産額） 

    1,043,167,344 口

       1.0126 円

          （10,126 円）

 

（重要な後発事象に関する注記） 

（自平成20年５月30日 

至平成20年11月29日） 

該当事項はありません。 

   

（その他の注記） 

１ 開示対象ファンドの中間計算期間における本マザーファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 

項目 (平成 20年 11 月 29 日現在) 

同中間計算期間の期首元本額 

同中間計算期間中の追加設定元本額 

同中間計算期間中の一部解約元本額 

同中間計算期間末日の元本額※ 

※上記元本額の内訳 

エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）

新生・トロイカ ロシアファンド 

エマージング・カレンシー・債券ファンド（1年決算型）

498,247,321 円 

544,920,023 円 

- 円 

1,043,167,344 円 

 

993,296,826 円 

49,524,565 円 

345,953 円 

 

２ 有価証券関係 

(平成 20年 11 月 29 日現在) 

該当事項はありません。 

 

３ デリバティブ取引関係 

(平成 20年 11 月 29 日現在) 

該当事項はありません。 

 



 
 

（参考情報）  新生・トロイカ ロシアファンドの 2008 年 12 月 31 日付け有価証券明細 

銘柄名 業種 市場 株数 
時価総額 

（円） 

株式資産 

総額に対する 

投資比率 

AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINE-CLS 輸送 LOCAL 47,721 4,008,529 0.28%

AFI DEVELOPMENT-GDR REG S 不動産 GDR 29,400 1,628,587 0.11%

ACRON-CLS 製造 LOCAL 9,700 9,204,956 0.64%

TATNEFT-SPONSORED REGS GDR 石油 GDR 13,500 42,907,725 2.98%

AVTOVAZ-CLS 製造 LOCAL 150,000 3,256,764 0.23%

BASHNEFT-PFD-CLS 石油 LOCAL 26,000 6,079,730 0.42%

SEVERSTAL-CLS 鉄鋼 LOCAL 13,000 3,305,484 0.23%

DIXY GROUP-CLS 消費 LOCAL 38,000 6,263,166 0.43%

EVRAZ GROUP SA - GDR REG S 鉄鋼 GDR 14,000 10,933,524 0.76%

GAZ-CLS 製造 LOCAL 1,700 1,485,879 0.10%

GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR 石油 ADR 58,000 54,460,573 3.78%

GAZPROM OAO-CLS 石油 LOCAL 803,300 266,259,006 18.48%

GLOBALTRA-SPONS GDR REG S 輸送 GDR 32,000 4,068,288 0.28%

HIGHLAND GOLD MINING LTD 非鉄金属 GDR 93,000 4,452,125 0.31%

LUKOIL-SPON ADR 石油 ADR 16,500 48,022,598 3.33%

LUKOIL-CLS 石油 LOCAL 58,250 169,269,840 11.75%

MASHINOSTROITELNY ZAVOD-CLS 製造 LOCAL 1,100 6,792,588 0.47%

MECHEL-CLS 鉄鋼 LOCAL 22,000 8,091,171 0.56%

JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 非鉄金属 ADR 169,596 97,950,441 6.80%

MMC NORILSK NICKEL-CLS 非鉄金属 LOCAL 6,200 36,877,941 2.56%

MOBILE TELESYSTEMS-CLS 通信 LOCAL 144,700 50,326,993 3.49%

NOVOLIPET STEEL-GDR REG S 鉄鋼 GDR 15,600 14,449,687 1.00%

SEVERSTAL - GDR REG S 鉄鋼 GDR 65,000 16,173,261 1.12%

POLYUS GOLD-CLS 非鉄金属 LOCAL 25,300 53,991,086 3.75%

RASPADSKAYA-CLS 鉄鋼 LOCAL 85,000 7,680,256 0.53%

OAO ROSNEFT OIL CO-GDR 石油 GDR 470,000 160,052,625 11.11%

SBERBANK-PFD-CLS 金融 LOCAL 300,000 9,535,050 0.66%

SBERBANK-CLS 金融 LOCAL 1,688,500 113,466,187 7.87%

SILVINIT-BRD-PFD 製造 LOCAL 1,057 11,998,271 0.83%

SILVINIT-CLS 製造 LOCAL 310 7,178,531 0.50%

SISTEMA HALS-GDR REG S 不動産 GDR 34,300 1,012,304 0.07%

SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 石油 ADR 182,000 84,289,842 5.85%

TNK-BP HOLDING-BRD 石油 LOCAL 1,250,000 73,783,125 5.12%

TRANSNEFT-PFD-CLS 石油 LOCAL 440 9,189,972 0.64%

URALKALI-SPON GDR 化学 GDR 14,000 11,327,639 0.79%

VTB BANK OJSC-GDR-REG S 金融 GDR 62,000 12,217,577 0.85%

HALCYON INVESTMENT CO LTD 公益 LOCAL 70 18,902,982 1.31%
※金額の表示単位未満を四捨五入して表示しており、数字の合計金額は必ずしも一致しない場合があります。 

組入比率はケイマン籍の円建て外国投資信託 Troika Shinsei Russia Fund の Class A 受益証券の株式資産
総額を基に算出した比率です。 
上記の業種はトロイカ・ダイアログ・アセット・マネジメントの業種区分に基づいています。 



 

第５ 設定及び解約の実績（原請求目論見書９ページ） 

期間 設定数量（口数） 解約数量（口数） 

第１中間計算期間 

（平成 20 年５月 30 日〜平成 20 年 11 月 29 日） 
7,927,446,808 629,352,636 

（注）第１中間計算期間の設定数量（口数）は、当初設定数量（口数）を含みます。 
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設定・運用は 

新生インベストメント・マネジメント株式会社 

 
 

 

 

本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づき、投資家に交付される目論見書です。 

 



１． この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「新生･トロイカ ロシアファンド」の募集     

については、委託会社は、金融商品取引法（昭和 23 年法第 25 号）第５条の規定により   

有価証券届出書を平成 20 年４月 25 日に関東財務局長に提出しており、平成 20 年５月 11

日にその効力が発生しております。 

 

２․金融商品取引法第 13 条第２項第２号に定める内容を記載した投資信託説明書（請求目

論見書）は、投資家からの請求があった場合に交付されます。当該請求を行った場合には、

投資家自らが当該請求を行った旨を記録しておくようにしてください。なお、当投資信託説

明書（交付目論見書）は、投資信託説明書（請求目論見書）を添付しております。 

 
 

当ファンドは、主として、投資信託証券への投資を通じて、主にロシアの株式を

実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の変動や、株式の発行会社

の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ること

があります。また、外貨建資産に投資をする場合は、為替の変動により、損失

を被ることがあります。 
 

 
 

・投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。 

・銀行など登録金融機関で投資信託を購入された場合、投資者保護基金の

支払対象ではありません。 

・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。 

・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が

負うことになります。 
 

 



  

下記の事項は、この投資信託「新生･トロイカ ロシアファンド」（以下「当ファンド」と

いいます。）をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい

重要な事項としてお知らせするものです。 

お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書 (交付目論見書）の内容

を十分にお読みください。  
                           記 
◎当ファンドに係るリスクについて 

当ファンドは、実質的にロシアの株式に投資を行います。株式等の有価証券市

場は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映して変動

し、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。ロシアなどのエマージング

諸国への投資は、先進国と比較して、相対的に高いリスクがあります。また、実

質的に外貨建資産に投資をしておりますので、為替変動により、損失を被ること

があります。したがって、ご投資家の皆様の投資元本が保証されているもので

はなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがありま

す。 

当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「カントリーリスク」「組入株式の

価格変動・信用・流動性リスク」や「為替変動リスク」等があります。 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 
 

◎当ファンドに係る手数料等について 

【 お客様には以下の費用をご負担いただきます。】 

●申込時に直接ご負担いただく費用  

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に対して上限 3.675％（税抜 3.5％） 

●解約時に直接ご負担いただく費用   

信託財産留保額 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して 0.3％ 

●投資信託の保有期間中にご負担いただく費用 

・信託報酬 信託財産の純資産総額に対して年率 1.2075％（税抜 1.15％） 

・投資対象ファンドの運用報酬 年率 0.75％ 

実質的な信託(運用)報酬率（税込・年率）の概算値＊ 

   年 1.9575％程度 

*当ファンドは他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける

所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出して

おります。 

●その他費用 

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替

えた立替金の利息、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、

外貨建資産の保管等に要する費用、監査報酬、弁護士報酬、法務費用等およ

び資金借入れの指図を行った場合の当該借入金の利息 等 

（その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、

上限等を示すことはできません。）  

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。  
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① 

ファンドの概要 新生･トロイカ ロシアファンド      

※お申込みの際には、掲載の「交付目論見書」記載内容を良くお読みいただき、当ファンドの

内容・手数料等・リスクを十分にご理解いただいた上で、ご自身の判断でお申込みください。 

ファンドの目的および基本的性格について 
商品分類 追加型証券投資信託 / ファンド・オブ・ファンズ / 自動けいぞく投資可能 

ファンドの目的 この投資信託は、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本

とします。 

主な投資対象 投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人また

は外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。 

ケイマン籍の円建て外国投資信託 

Troika Shinsei Russia Fund Class A 受益証券 

証券投資信託            

SIM ショートターム・マザー・ファンド 受益証券 

主な投資制限 ①投資信託証券、短期社債等（社振法第66条第１号に規定する短期社債、同法

第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債およ

び同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）およびコマーシャル・ペ

ーパー以外の有価証券への直接投資は行いません。 

②同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託約款又は規約におい

てファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが記載されている投資信託証

券については、信託財産の純資産総額に対する同一銘柄の時価総額の制限

を受けません。 

③株式への直接投資は行いません。 

④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 

⑤外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により

特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。 

信託期間 原則として無期限とします。 

ただし、投資信託約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させ

ることがあります。 

決算日 原則として、毎年５月 29 日とします。 

なお、該当日が休業日の場合は翌営業日です。 

収益分配 

 

毎決算時に、委託者が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。 

ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わない場合があります。 

「一般コース」 

原則として、決算日から起算して５営業日目までに収益分配金のお支払いを

開始いたします。 

「自動けいぞく投資コース」 

原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投

資されます。 



                        
                                                 

② 

 
取得申込手続きについて 

申込方法 販売会社の営業日は、原則として、いつでもお申込みが可能です。     

  収益分配金の受取方法によって 

  

「一般コース」 

「自動けいぞく投資コース」 

の２通りがあります。 

  
なお、販売会社や申込形態により、どちらか一方のコースのみのお取り扱い

となる場合等があります。詳しくは販売会社にお問合せください。 
 

受付時間 原則として、午後３時（わが国の金融商品取引所#が半休日となる場合は午前

11 時）までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とし

ます。なお上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日のお取扱いとなります。 

#金融商品取引法第２条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商

品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。 
 

受付不可日 販売会社の営業日であっても、取得お申込日が下記のいずれかに該当する場

合は、取得のお申込の受付を行いません。詳しくは、販売会社にお問合せくだ

さい。 

●ダブリンの銀行休業日 

●ロシア取引システム（RTS）の休業日 

受付場所 販売会社につきましては、委託会社にお問合せください。  

申込価額 当初申込期間（平成 20 年５月 12 日から平成 20 年５月 29 日まで） 

1 口当り 1 円とします。 

継続申込期間（平成 20 年５月 30 日から平成 21 年８月 27 日まで） 

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 

  なお、基準価額につきましては、販売会社ないしは委託会社にお問合せくださ

い。 

申込単位 お申込単位につきましては、販売会社ないしは委託会社にお問合せください。 

取得申込の 

受付の中止・

既に受付けた

取得申込の 

受付の取消 

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の

停止、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変

更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制

の変更、戦争など）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その

他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止すること

およびすでに受付けた取得申込の受付を取り消すことができます。 

※ 当ファンドについては、販売会社または下記の連絡先までお問合せください。 
 

新生インベストメント・マネジメント株式会社 （委託会社） 

ホームページ アドレス  http://www.shinsei-investment.com 

電話番号  03-5157-5549  

お問合せ時間（営業日） ９：00～17：00  (半休日となる場合９:00～12:00)    



 
 

③ 

換金（解約）手続きについて 
受付時間 原則として、午後３時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前

11 時）までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分と

します。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日のお取扱いとなります。 

受付不可日 販売会社の営業日であっても、換金請求受付日が下記のいずれかに該当す

る場合は、換金の請求の受付は行いません。詳しくは、販売会社にお問合せ

ください。 

●ダブリンの銀行休業日 

●ロシア取引システム（RTS）の休業日 

支払い開始日 原則として、解約請求受付日から起算して７営業日目からお支払いいたしま

す。 

解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価

額に 0.3％の率を乗じて得た額）を控除した価額とします。 

※解約価額＝基準価額－信託財産留保額＝基準価額－(基準価額×0.3％) 
 

換金単位 販売会社が定める単位をもって換金できます。 

  ※販売会社によっては、換金単位が異なる場合があります。 詳しくは、販売

会社にお問合せください。 

お手取額 個人の投資家の場合、１口当りのお手取額は、解約価額から所得税および

地方税（当該解約価額が受益者毎の個別元本を超過した額に対し 10％）を

差し引いた金額となります。 

  ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更にな

る場合があります。 

換金申込の 

受付の中止・ 

既に受付けた

換金申込の 

受付の取消 

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能

の停止、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策

変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体

制の変更、戦争など）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、そ

の他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止

することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すこと

ができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者

は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できま

す。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当

該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の 初の基準

価額の計算日（この計算日が解約の請求を受付けない日であるときは、この

計算日以降の 初の解約の請求を受付けることができる日とします。）に一部

解約の実行の請求を受付けたものとして取り扱います。 



                        
                                                 

④ 

  
当ファンドにおいてご負担いただきます手数料等 

申込手数料 

 

 

お申込手数料につきましては、3.675％（税抜 3.5％）を上限として販売

会社が定めるものとします。 

※詳しくは、販売会社ないしは委託会社にお問合せください。 

信託報酬 

 

 

 

 

 

 

 

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年 1.2075％（税抜

1.15％）の率を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて日々、費用計上

されます。 

※信託報酬の配分は、以下の通りとします。(括弧内は税抜です。) 

 信託報酬（年率） 

合計 販売会社 委託会社 受託会社 

1.2075％ 

（1.15％） 

0.735％ 

（0.70％） 

0.441％ 

（0.42％） 

0.0315％ 

（0.03％） 
 

その他の 

手数料等 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として

資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産から

支払われます。 
 

②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託

者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支

払われます。 
 

③ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売

買委託手数料に係る消費税等相当額、外貨建資産の保管等に要す

る費用は信託財産から支払われます。 
 

④ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当

する金額は、計算期間を通じて日々計上され、信託報酬の支弁される

日に信託財産中から支払われます。 
 

※その他の手数料等につきましては、監査費用を除き、運用状況等に

より変動するものであり、事前に全額もしくはその上限額またはこれら

の計算方法を示すことはできません。 
 

換金（解約）

手数料等 

 

①換金（解約）手数料 

換金（解約）手数料はありません。 

②信託財産留保額 

解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.3％の率を乗じて得た

額とします。 

＜参考＞ 

 

●SIM ショートターム・マザー・ファンドの信託報酬、申込手数料、 

換金手数料等はかかりません。 
 



 
 

⑤ 

 
投資先ファンドにおいてご負担いただきます手数料等 

 

 

 

 

申込手数料 

 

換金（解約）

手数料 
 

運用報酬 

 

＜参考＞ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

その他の 

手数料等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当ファンドが投資対象とするケイマン籍の円建て外国投資信託 Troika 

Shinsei Russia Fund Class Ａ（以下「投資先ファンド」といいます。）にお

ける手数料等 

 

申込手数料はありません。 

 

換金（解約）手数料はありません。 
 

 

 

 

運用報酬 （年率） 投資先ファンドの純資産の 0.75％ 

 

なお、当ファンドの信託報酬に、投資先ファンドの運用報酬（年率

0.75％）を加えた、受益者が実質的に負担する信託(運用)報酬率の概 

算値は以下の通りです。(申込手数料、解約留保金等は含んでおりま

せん。) ただし、この値はあくまでも実質的な信託(運用)報酬の目安 

であり、投資先ファンドの組入れ状況によっては、実質的にご負担い 

ただきます信託(運用)報酬は変動いたします。 

 

全体としての実質的な信託(運用)報酬（税込・年率）の概算値 

年 1.9575％ 程度 
 

 

①当初のファンド設定費用：上限 14,000 米ドル※        

※当該費用は当初５年間で償却します。 

 

②管理会社および受託会社報酬（年率 0.10％） 

 

③その他の費用 

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者

の立替えた立替金の利息、組入有価証券の売買の際に発生する売買

委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、監査報酬、弁護士

報酬、法務費用等および資金借入れの指図を行った場合の当該借入

金の利息 等 
 

※ その他の費用につきましては、運用状況等により変動するものであ

り、事前に全額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すこ

とはできません。 

※ 詳細は交付目論見書を必ずご参照ください。 



                        
                                                 

⑥ 

 
主なリスクと留意点 

主なリスクと 

留意点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①カントリーリスク 

当ファンドは、実質的にロシアの株式に投資を行います。投資対象国

であるロシアなどのエマージング諸国は、先進諸国と比較し、一般的

に情報の開示などの基準が異なる場合があり、投資判断に際して正

確な情報を充分に確保できない場合があります。ロシア政府は自国

経済を規制または保護監督する上で大きな影響力を行使することが

考えられます。したがって、先進諸国の株式への投資に比較して、金

融商品市場の価格変動が大きくなるばかりでなく、規制の内容等によ

っては、ファンドによる投資資金の回収が一時的に困難となる、また

は、不可能となることも想定されます。その場合、基準価額にも大きな

影響を及ぼします。一般に、エマージング諸国は、政治・経済情勢な

どの安定性の欠如による、金融商品取引所等における取引の停止、

外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（投

資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更

や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治

体制の変更、戦争など）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減

少等）も想定されます。その他、政府当局による海外からの投資規制

や外国人投資家に対する追徴的な課税、自国外への送金規制、金

融商品取引所の閉鎖や取引停止等の規制が突然導入されることも想

定されます。 

②組入株式の価格変動リスク・信用リスク 

当ファンドが実質的に投資を行う株式の価格は、政治・経済情勢、発

行企業の業績、金融商品市場の需給関係等を反映して変動します。

株式の価格は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。

また、組入株式の発行会社の経営・財務状況の変化およびそれらに

関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。

すなわち、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や

財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ること

があります。発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資元

本を割り込むことがあります。 

③組入株式の流動性リスク 

ロシアなどのエマージング諸国の金融商品市場は、先進諸国と比較し

て、一般に、その市場規模が小さく、金融商品取引量が少なく、流動

性等に問題があります。市場環境によっては、本来想定される投資価

値と乖離した価格水準による取引が行われたり、流動性が極端に減少

することも想定されます。 



 
 

⑦ 

 
主なリスクと留意点 

主なリスクと 

留意点 

 

 

 

 

 

 

 

 

④為替変動リスク 

当ファンドは、主に投資信託証券に投資を行い、投資対象とする投資

信託証券は、主にロシアの株式等を投資対象としていますが、原則と

して為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。

株式等の中にはロシア以外の国の企業で主にロシア国内において事

業活動を営む企業やそれら企業が発行するＤＲ（預託証書）や米ドル

建て株式等を含みますので、投資対象国以外の為替リスクが発生す

る場合があります。そのため、当ファンドの投資対象国であるロシアの

株価が上昇しても、当該通貨に対し円高となった場合、当ファンドの基

準価額は下落する場合があります。 

⑤投資対象投資信託証券の設定地および当該ファンドの投資対象国

における税制変更のリスク   

当ファンドが投資をする投資信託証券の設定地および当該ファンドの

投資対象国において、税制の変更が行われた場合には、その影響に

より、当ファンドの基準価額が下落することがあります。 

⑥一部解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク 

 一部解約代金の支払資金を手当するために当ファンドが投資する投

資信託証券の組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却

せざるを得ないことや、大量に売却しなければならないことがあります。

その際、市況動向や流動性等の状況によっては、当ファンドが投資す

る投資信託証券の基準価額が大きく変動することとなり、当ファンドの

基準価額も大きく変動する要因となります。また、当ファンドが投資す

る投資信託証券の組入有価証券の売却代金の回収が遅延し、当該

投資信託証券の解約手続きが遅延した場合等、当ファンドで一時的

に資金借入れを行い解約代金の支払いに対応する場合、借入金利

は当ファンドが負担することになります。 
 

◎ その他のリスクと留意点 

⑦当ファンドが組入れる投資信託証券の基準価額に係る留意点 

⑧取得申込・解約申込の受付の中止・取消および制限 

⑨一部解約に係る留意点 

⑩資産規模に関わる留意点および信託の途中終了 

⑪法令・税制・会計等の変更 

⑫収益分配金に関する留意点 
 

※ 詳細は交付目論見書を必ずご参照ください。 
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第一部【証券情報】 

(１) 【ファンドの名称】 

新生・トロイカ ロシアファンド 

（以下「ファンド」、「当ファンド」という場合があります。） 

(２) 【内国投資信託受益証券の形態等】 

・追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。) 

・当初元本は１口当り１円です。 

・格付けは取得していません。 

※ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振

替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を

含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 

振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社

振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいま

す。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載ま

たは記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である新生イン

ベストメント・マネジメント株式会社（以下、「委託者」、「委託会社」または「当社」という場合があ

ります。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券

を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 

(３) 【発行(売出)価額の総額】 

① 当初申込期間 

150 億円を上限とします。 

② 継続申込期間 

1,500 億円を上限とします。 

(４) 【発行(売出)価格】 

① 当初申込期間 

１口当り１円とします。 

② 継続申込期間 

取得申込受付日の翌営業日の基準価額※1 とします。 

午後３時(わが国の金融商品取引所※2 の半休日の場合は午前 11 時)までに、取得申込みが行

われかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込

み分とします。 

※１「基準価額」とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則に従っ

て時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総
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額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、当ファ

ンドにおいては１万口当りの価額で表示されます。 

※２「金融商品取引所」とは、金融商品取引法第２条第 16 項に規定する金融商品取引所およ

び金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。(以下

同じ。） 

 

・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の下記の照会先にお問い合わせくださ

い。 

新生インベストメント・マネジメント株式会社                                  

ホームページ アドレス  http://www.shinsei-investment.com                     

電話番号 03-5157-5549                                           

お問合わせ時間（営業日）９：00～17：00 （半休日となる場合は９：00～12：00） 

また、原則として、基準価額計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊「オープン基準価格」欄に

略称「トロイカ」として当ファンドの基準価額が掲載されます。 

(５) 【申込手数料】 

① 取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は 1 口当り 1 円)に 3.675％（税抜

3.5％）を上限として販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。                      

※詳しくは、販売会社または委託会社の（４）の照会先にお問い合わせください。 

② 「自動けいぞく投資コース」でお申込みの場合、収益分配金の再投資により取得する口数に

ついては、お申込手数料はかかりません。 

(６) 【申込単位】 

申込単位につきましては、販売会社または委託会社の（４）の照会先にお問い合わせください。 

(７) 【申込期間】 

① 当初申込期間：平成 20 年５月 12 日から平成 20 年５月 29 日まで 

② 継続申込期間：平成 20 年５月 30 日から平成 21 年８月 27 日  

平成 21 年８月 28 日以降の継続申込期間については、あらたに有価証券届出書を提出するこ

とによって更新されます。 

(８) 【申込取扱場所】  

ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については委託会社の（４）の照会先ま

でお問い合わせください。 

(９) 【払込期日】 

① 当初申込期間 

当初申込期間中(平成 20 年５月 29 日まで)にお申込金額をお申込みの販売会社にお支払い

ください。当初申込みに係る発行価額の総額は、販売会社によって、信託設定日(平成 20 年５

月 30 日)に、委託会社の指定する口座を経由して、りそな信託銀行（以下「受託者」または「受

託会社」といいます。）の指定するファンド口座（受託会社が再信託している場合は、当該再信

託受託会社の指定するファンド口座）に払い込まれます。 
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② 継続申込期間 

お申込金額は、販売会社が指定する期日までにお支払いください。お申込金額には利息は

付利されません。 

各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会

社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座（受託会社が再信託している

場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払い込まれます。 

(10) 【払込取扱場所】 

お申込金額は、お申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場

合は、下記の照会先までお問い合わせください。 

新生インベストメント・マネジメント株式会社                                  

ホームページ アドレス  http://www.shinsei-investment.com                      

電話番号 03-5157-5549                                            

お問合わせ時間（営業日）９：00～17：00 （半休日となる場合は９：00～12：00） 

(11)【振替機関に関する事項】 

ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。 

株式会社証券保管振替機構 

(12) 【その他】 

① 申込みの方法 

受益権の取得申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。 

分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引

き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の２つの申込方法があります。 

お申込みの際には、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースをお申し

出ください。 

なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一方のコースのみのお取り扱いとなる場合や、

買付単位が異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 

② 取得申込不可日 

継続申込期間中は、販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当す

る場合は、取得のお申込みの受付けは行いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせくだ

さい。  

●ダブリンの銀行休業日 

●ロシア取引システム（RTS）の休業日                               

③ 取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し 

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを

得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得

申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合が

あります。 

④ 日本以外の地域における発行は行いません。                                                 

⑤ 振替受益権について 
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・ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の

振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 

・ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に

記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 

 

（参考） 

◆投資信託振替制度とは、 

・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 

・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」と言います。）

への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。 
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第二部【ファンド情報】 

第１【ファンドの状況】 

１【ファンドの性格】 

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】 

① ファンドの目的 

中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。 

 

② ファンドの基本的性格 

追加型証券投資信託、ファンド・オブ・ファンズ※です。 

※ 「ファンド・オブ・ファンズ」とは、社団法人投資信託協会が定める証券投資信託の分類におい

て、「主として投資信託証券（証券投資信託受益証券及び証券投資法人の投資証券（マザー

信託を除く。））に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。  

 

③ 信託金限度額 

委託者は、受託者と合意のうえ、金１,500 億円を限度として信託金を追加することができます。 

委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。 

 

④ ファンドの特色 

 

１.主として、ロシアの株式等に投資し、信託財産の成長をめざして積極的な運用を行い

ます。 

 

ロシア連邦の金融商品取引所上場株式および取引所に準ずる市場で取引されている株式（上

場予定および店頭登録予定を含みます。）を主要投資対象とします。 

 

・ロシア連邦以外の金融商品取引所または取引所に準ずる市場で取引されている株式の中で、

ロシア国内で主に事業活動を営む企業の株式に投資することがあります。 

 

・直接投資に加えて、上記企業の預託証書＊に投資する場合や、上記株式を実質的な投資対

象とする証券または証書に投資する場合があり、これらを総称して、「ロシア株式等」（以下同

じ。）といいます。 

 

＊預託証書：Depositary Receipt のことで、頭文字をとって DR と略すことがあります。株式を実

質的に所有しているのと同様の経済効果を持つ証書のことです。 

 

(注)ロシア以外の金融商品取引所等の株式は当該国の通貨建ての場合等があり、またDRは米

ドル建て等もあるため、ロシア･ルーブル以外の為替リスクが発生することがあります。 
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・ロシア株式等への投資は、ケイマン籍の円建て外国投資信託「Troika Shinsei Russia Fund 」

の Class A 受益証券への投資を通じて行います（当ファンドはファンド･オブ･ファンズです）。 

 

・主として上記の外国投資信託に投資しますが、そのほか国内投資信託「SIM ショートターム･

マザー･ファンド」受益証券にも投資します。 

 

 

＜スキーム図＞ 

 当ファンド 投 資 対 象 投 資 信 託 証 券 主要投資対象

投資 投資

お申込金 損益 損益

分配金 投資 投資

解約代金　等

損益 損益

SIM ショートターム
･マザー･ファンド

わが国の
短期公社債

短期金融商品　等

受
益
者

新生･トロイカ ロシアファンド

Troika Shinsei Russia Fund
Class A

ロシア株式 等
お申込金

 

 

 

２.マクロ経済や産業分析によるトップダウン･アプローチ、個別企業のボトムアップ･アプロ

ーチによりポートフォリオを構築します。 

 

 

３.トロイカ･グループが運用します。 

 

「Troika Shinsei Russia Fund」の運用は、TDAM(Cyprus)がトロイカ･ダイアログ･アセット･マネジメ

ント Troika Dialog Asset Management（以下、「トロイカ社」といいます。）からの投資助言をもとに

行います。 

 

＜トロイカ社の概要＞ 

トロイカ社は、トロイカ･グループの中核を担う運用会社です。トロイカ･グループは 1991

年に発足したロシアで先駆的な投資グループの一つであり、トロイカ社は 1996 年に設立さ

れた、モスクワを拠点とする運用会社です。トロイカ社はロシア国内で最も古い歴史を持

つ運用会社の一つであり、運用資産残高は 2008 年２月末現在で約 48 億ドル（約 5,008 億

円、2008 年２月 29 日現在の三菱東京 UFJ 銀行の対顧客電信相場仲値で円換算）です。トロ

イカ･グループでは約 1,300 名の従業員がいます（2008 年２月末現在）。 

 

 

４.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 
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 (２) 【ファンドの仕組み】 

① ファンドの仕組み 

 

 

Troika Shinsei Russia Fund    

Class A  

 
新生インベストメント・マネジメント 

株式会社 

                      

信託財産の運用指図、目論見書 

および運用報告書の作成、基準 

価額の計算および信託財産に関

する帳簿書類の作成を行います。

なお、信託財産の計算その他当フ

ァンドの事務管理に関する業務を

第三者に委託することがあります。 

委託会社 

           受益者 

ロシアの株式等 

 
新生・トロイカ ロシアファンド 

 

 

りそな信託銀行株式会社 

(再信託受託銀行:日本トラ 

スティ・サービス信託銀行 

株式会社) 

  

信託財産の保管・管理・計算 

を行います。 

 

受益権の募集の取扱いおよび 

販売、一部解約に関する事務、

収益分配金、償還金および一 

部解約金の支払い、ならびに 

収益分配金の再投資に関する 

事務等の代行等を行います。 

販売会社 

受託会社 

SIM ショートターム・ 

マザー・ファンド 

わが国の短期公社債 

および短期金融商品等 

一部解約金・分配金・償還金 申込金 

証券投資信託契約 

損益 投資 

損益 投資 

損益 投資 

損益 投資 

投資信託受益権の 
募集等の取扱に関する契約 
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② 契約等の概要 

１）証券投資信託契約 

「証券投資信託契約」は、委託会社（新生インベストメント・マネジメント株式会社）と受託会社（りそ

な信託銀行）との間で結ばれ、投資運用方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファンドの運用・

管理について定めた契約です。 

２）投資信託受益権の募集等の取扱に関する契約 

「投資信託受益権の募集等の取扱に関する契約」は、委託会社（新生インベストメント・マネジメン

ト株式会社）と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、投資

信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益

分配金の再投資等の業務を委託し、販売会社がこれを引き受けることを定めた契約です。 

 

③ 委託会社の概要 

１）資本金 

４億9,500万円（平成20年３月末日現在） 

２）沿革 

平成13年12月17日： 新生インベストメント・マネジメント株式会社として設立。 

平成14年２月13日： 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資顧問業

の登録。 

平成15年３月12日： 「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく投資信託委託業および

「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契

約にかかる業務の認可。 

平成19年９月30日： 証券取引法の改正に伴う金融商品取引法上の投資運用業、投資助言・代

理業のみなし登録。 

３）大株主の状況 

  （平成20年３月末日現在） 

氏名または名称 住所 所有株式数（株） 所有比率（％） 

株式会社新生銀行 東京都千代田区内幸町

二丁目１番８号 
9,900 100 
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２ 【投資方針】 

（１）【投資方針】 

① ケイマン籍の円建て外国投資信託 Troika Shinsei Russia Fund の Class A 受益証券および証

券投資信託である SIM ショートターム・マザー・ファンドの受益証券を主な投資対象とします。 

 ＊当ファンドはファンド･オブ･ファンズであり、投資対象とする外国投資信託に組み入れ

る銘柄の選択について重視し、当該ファンドに投資を行います。 
② 投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。 

③ 投資信託証券については、見直しを行うことがあります。この際、新たに投資信託証券を指定し

たり、既に指定されていた投資信託証券を変更したりする場合があります。 

④ 資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に

支障をきたす水準になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用

ができない場合があります。 

 

（２）【投資対象】 

① 投資の対象とする資産の種類 

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で

定めるものをいいます。以下同じ。） 

１）有価証券 

２）金銭債権 

３）約束手形 

および、次に掲げる特定資産以外の資産 

１）為替手形 

 

② 運用の指図範囲等 

委託会社は、信託金を、主として次の外国投資信託の受益証券および新生インベストメント・マ

ネジメント株式会社を委託者とし、りそな信託銀行株式会社を受託者として締結された次のマザ

ーファンド（その受益権を他の証券投資信託の信託財産に取得させることを目的とした証券投

資信託です。）の受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により

有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。 

１）ケイマン籍の円建て外国投資信託 Troika Shinsei Russia FundのClass A 受益証券（金融商

品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。） 

２）証券投資信託 SIM ショートターム・マザー・ファンドの受益証券（金融商品取引法第２条第１

項第10号で定めるものをいいます。） 

３）短期社債等（社振法第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社

の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい

ます。）およびコマーシャル・ペーパー 

４）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信

託の受益証券に限ります。） 

上記の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委

託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取

引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に

より運用することの指図ができます。 
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１）預金 

２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま

す。） 

３）コール・ローン 

４）手形割引市場において売買される手形 

 

＜投資対象投資信託証券の概要＞ 

Troika Shinsei Russia Fund はケイマン籍の円建て外国投資信託です。SIM ショートターム･マザ

ー･ファンドは新生インベスト･マネジメントが設定･運用する証券投資信託/親投資信託です。 

 

ファンド名 Troika Shinsei Russia Fund  

形態 ケイマン籍の円建て外国投資信託 

主な投資 

対象 

ロシア連邦の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店

頭登録予定を含む）を主要投資対象とします。 

なおロシア連邦以外の金融商品取引所および取引所に準ずる市場で取引されて

いる株式の中で、ロシア国内で主に事業活動を営む企業の株式に投資すること

があります。 

また直接投資に加えて、上記企業の預託証書（DR）に投資する場合や、上記株

式を実質的な投資対象とする証券または証書に投資する場合があり、これらを総

称して、「ロシア株式等」（以下同じ。）といいます。 

運用の 

基本方針 

中長期的な信託財産の成長をめざした運用を行います。 

主な投資 

態度 

①主として、ロシア株式等に投資を行い、中長期的な信託財産の成長をめざした

運用を行います。 

②マクロ経済や産業分析によるトップダウン･アプローチ、個別企業のボトムアッ

プ･アプローチによりポートフォリオを構築します。 

③ロシア株式等への投資は高位を維持することを基本とします。 

④運用会社である TDAM(Cyprus)は Troika Dialog Asset Managementからの投資

助言をもとに運用を行います。 

⑤市況動向や、当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、

償還の準備に入ったとき等ならびに運用資産が運用に支障をきたす水準とな

ったとき等やむをえない事情が発生した場合には、上記のような運用ができな

い場合があります。 

主な投資 

制限 

①株式への投資割合に制限を設けません。 

②純資産総額の10％を超えて借入を行いません。 

③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 

決算日 年 1 回、原則として毎年３月 31 日（初回は 2009 年３月 31 日） 

申込手数料 ありません。 

解約手数料 ありません。 

運用報酬 純資産総額に対し年率 0.75％ 



－ 11 － 

その他の 

費用 等 

保管会社報酬、管理会社報酬、受託会社報酬や当初設立費用、年間許可費用、

監査費用、現金口座管理料 等 

運用会社 TDAM(Cyprus)  

助言会社 Troika Dialog Asset Management 

管理会社 JP Morgan Trust Company(Cayman) 

（注）運用報酬や管理費等については、４【手数料等及び税金】をご参照ください。 

 

ファンド名 SIM ショートターム・マザー･ファンド 

形態 証券投資信託/親投資信託 

主な投資 

対象 

わが国の短期公社債および短期金融商品です。 

運用の 

基本方針 

信託財産の安定的な収益の確保を図ることを目的として運用を行うことを基本とし

ます。 

主な投資 

態度 

わが国の短期公社債および短期金融商品に投資し、利子等収益の確保を図りま

す。なお、市況動向により、上記のような運用が行えない場合があります。 

主な投資 

制限 

① 外貨建資産への投資は行いません。 

② 有価証券先物取引等を行うことができます。 

③ スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 

決算日 年１回、原則として毎年５月 23 日（収益の分配は行いません。） 

申込手数料 ありません。 

解約手数料 ありません。 

運用報酬 ありません。 

運用会社 新生インベストメント･マネジメント株式会社 

受託銀行 りそな信託銀行株式会社 
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（３） 【運用体制】 

① 新生インベストメント・マネジメント株式会社 

ファンド運用に関する主な会議および組織は以下の通りです。 

会 議 役 割・機 能 

投資政策委員会 運用に関わる基本事項を審議し、運用が適切かつ適正に行われる体制を

整えることを目的として、原則月１回会議を開催しています。 

運用の基本方針の決定を行い、運用計画、投資ガイドライン等の検討を行

います。 

リスク管理委員会 業務執行に際して生じる多様なリスクについての基本事項および関連事項

を審議、決定することを目的として、原則月１回会議を開催しています。運

用リスクの管理状況、投資ガイドラインの遵守状況等の確認を行います。 

    

組 織 役 割・機 能 

運用部 

(11 名) 

運用部は、運用計画書を作成し、投資政策委員会に提出して承認を受け

ます。 

・当ファンドにおいては、投資環境および資金動向等により、投資対象ファ

ンドおよびその他資産への投資割合を総合的に判断し決定します。 

・投資制限のチェック、運用成果の分析および評価、運用リスク分析等を定

期的に行います。 

トレーディング室 運用計画書の確認後、売買発注の執行等を行います。 

管理部 信託財産の管理事務のほか、運用リスクの管理、法令遵守状況の管理も行

います。 

※なお、コンプライアンス・オフィサーは、管理部に属します。 

また、運用体制に関する社内規程等についても、ファンドの運用業務に関する運用業務管理規程、

ファンドマネジャーが遵守すべき服務規程のほか、有価証券などの売買における発注先選定基

準などに関して取扱い基準を設けることにより、利益相反となる取引、インサイダー取引等を防止

するなど、法令遵守の徹底を図っています。 

 

② トロイカ社 

チーフ･インベストメント･オフィサーを委員長とし、８人の委員で構成される投資委員会

が投資環境を議論し、判断します。投資委員会は週２回以上開かれます。新規銘柄の買付

にあたっては投資委員会で議論されます。売却も同様です。委員会ではコンセンサス作り

が行われますが、最終的な意思決定はポートフォリオ･マネジャー（２名）が行います。投

資委員会はポートフォリオマネジャーにセクターウエイトと組入銘柄比率を提言します。 

                            

※ファンドの運用体制等は平成 20 年４月 25 日現在のものであり、今後変更となる場合がありま

す。  
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(4) 【分配方針】 

毎決算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 

① 分配対象額の範囲 

経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 

② 分配対象額についての分配方針 

委託者が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合

には分配を行わないことがあります。 

③ 留保益の運用方針 

収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行

います。 

※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 

④ ファンドの決算日 

原則として、毎年５月 29 日とします。なお、該当日が休業日の場合は翌営業日です。 

※初回の決算日は平成 21 年５月 29 日となります。 

⑤ 分配金のお支払い 

「一般コース」 

原則として決算日から起算して５営業日目までに収益分配金のお支払いを開始いたします。支

払いは販売会社において行います。 

「自動けいぞく投資コース」 

原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。 

分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当

該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除

きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払

前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込

者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日以内に支払いを開始します。 

「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、原則、分配金は税引き後無手数料で再投資

されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 
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（５）【投資制限】 

信託約款に基づく投資制限 

① 投資信託証券、短期社債等（社振法第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定

する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別

法人債をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行いませ

ん。 

② 同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託の約款又は規約においてファンド・オ

ブ・ファンズにのみ取得されることが記載されている投資信託証券については、信託財産の純

資産総額に対する同一銘柄の時価総額の制限を受けません。 

③ 株式への直接投資は行いません。 

④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 

⑤ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認めら

れる場合には、制約されることがあります。 

⑥ 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支

払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま

す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金

借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入

金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 

⑦ 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か

ら信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支

払開始日から信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解

約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営

業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金融商品の解

約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入

れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。 

⑧ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその

翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 
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３【投資リスク】 

（１）ファンドのリスクと留意点 

当ファンドは、主に投資信託証券に投資を行い、投資対象とする投資信託証券

は、主にロシアの株式を投資対象としていますが、その他の有価証券に投資する

こともあります。ファンドの基準価額は、実質的に組み入れた株式やその他の有

価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が下落し、損失を被

ることがあります。 

＃ファンドに生じた損益はすべて受益者に帰属します。 

＃元本が保証されているものではありません。 

＃一定の収益や投資利回り等 成果が約束されているものではありません。 

＃以下に記載するリスクおよび留意点は当ファンドのリスクおよび留意点を完全

に網羅しておりませんので、ご留意ください。 

 

(a)カントリーリスク 

当ファンドは、実質的にロシアの株式に投資を行います。投資対象国であるロシ

アなどのエマージング諸国は、先進諸国と比較し、一般的に情報の開示などの基

準が異なる場合があり、投資判断に際して正確な情報を充分に確保できない場

合があります。ロシア政府は自国経済を規制または保護監督する上で大きな影響

力を行使することが考えられます。したがって、先進諸国の株式への投資に比較

して、金融商品市場の価格変動が大きくなるばかりでなく、規制の内容等によっ

ては、ファンドによる投資資金の回収が一時的に困難となる、または、不可能とな

ることも想定されます。その場合、基準価額にも大きな影響を及ぼします。一般

に、エマージング諸国は、政治・経済情勢などの安定性の欠如による、金融商品

取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他

やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大

な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治

体制の変更、戦争など）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）も想

定されます。その他、政府当局による海外からの投資規制や外国人投資家に対

する追徴的な課税、自国外への送金規制、金融商品取引所の閉鎖や取引停止

等の規制が突然導入されることも想定されます。 
 

(b)組入株式の価格変動リスク・信用リスク 

当ファンドが実質的に投資を行う株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業

績、金融商品市場の需給関係等を反映して変動します。株式の価格は、短期的

または長期的に大きく下落することがあります。また、組入株式の発行会社の経

営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を

割り込むことがあります。すなわち、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行

会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被る

ことがあります。発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資元本を割

り込むことがあります。 
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(c)組入株式の流動性リスク 

ロシアなどのエマージング諸国の金融商品市場は、先進諸国と比較して、一般

に、その市場規模が小さく、金融商品取引量が少なく、流動性等に問題がありま

す。市場環境によっては、本来想定される投資価値とは乖離した価格水準による

取引が行われたり、流動性が極端に減少することも想定されます。 
 

(d)為替変動リスク 

当ファンドは、主に投資信託証券に投資を行い、投資対象とする投資信託証券

は、主にロシアの株式等を投資対象としていますが、原則として為替ヘッジを行

いませんので、為替変動の影響を直接受けます。株式等の中にはロシア以外の

国の企業で主にロシア国内において事業活動を営む企業やそれら企業が発行

するＤＲ（預託証書）や米ドル建て株式等を含みますので、投資対象国以外の為

替リスクが発生する場合があります。そのため、当ファンドの投資対象国であるロ

シアの株価が上昇しても、当該通貨に対し円高となった場合、当ファンドの基準

価額は下落する場合があります。 
 

 

(e)投資対象投資信託証券の設定地および当該ファンドの投資対象国における

税制変更のリスク 

当ファンドが投資をする投資信託証券の設定地および当該ファンドの投資対象

国において、税制の変更が行われた場合には、その影響により、当ファンドの基

準価額が下落することがあります。 
 

(ｆ)当ファンドが組入れる投資信託証券の基準価額に係る留意点 

当ファンドが組入れる外国投資信託証券の基準価額は、当該ファンドの関係法

人が当該国の組入有価証券等の価格評価基準などに基づき算出しますが、当

該株式等の価格の訂正により当ファンドが組入れる外国投資信託証券の基準価

額も影響を受けることがあります。しかし、投資信託証券の基準価額が影響を受

けた場合でも、当該国の法令等に基づき一定の基準内であれば訂正は行わない

場合もあり、当ファンドの基準価額も訂正されないことがあります。 
 

(g)取得申込・解約申込の受付の中止・取消および制限 

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、

投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産

凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争

など）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない 

事情があるときは、受益権の取得申込、解約申込の受付を中止することおよびす

でに受付けた取得申込、解約申込の受付を取り消すことができます。なお、継続

申込期間中のダブリンの銀行休業日あるいは、ロシア取引システム（RTS）の休業

日と同日の場合には、取得申込、解約申込の受付をいたしません。 
 

(h)一部解約に係る留意点 

一部解約時には、基準価額に対して0.3％の信託財産留保額がかかります。ま
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た、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口のご換金は制限することがあり 

ます。 
 

(i)一部解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク 

一部解約代金の支払資金を手当するために当ファンドが投資する投資信託証券

の組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことや、

大量に売却しなければならないことがあります。その際、市況動向や流動性等の

状況によっては、当ファンドが投資する投資信託証券の基準価額が大きく変動す

ることとなり、当ファンドの基準価額も大きく変動する要因となります。また、当ファ

ンドが投資する投資信託証券の組入有価証券の売却代金の回収が遅延し、当

該投資信託証券の解約手続きが遅延した場合等、当ファンドで一時的に資金借

入れを行い解約代金の支払いに対応する場合、借入金利は当ファンドが負担す

ることになります。 
 

(j)資産規模に関わる留意点および信託の途中終了 

当ファンドの資産規模によっては、本書で説明するような投資が効率的にできな

い場合があります。その場合には、適切な資産規模の場合と比較して収益性が

劣る可能性があります。信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10

億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利で

あると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のう

え、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 
 

(k)法令・税制・会計等の変更 

法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。 
 

(l)収益分配金に関する留意点 

収益分配金は、前述２【投資方針】（４）【分配方針】にもとづいて委託会社が基準

価額水準、市況動向等を勘案して決定するため分配額は決算毎に変動します。

したがって、一定水準の収益分配が支払われることを示唆あるいは保証するもの

ではありません。また、分配対象額が少額の場合や、決算時点での基準価額の

水準によっては、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。 
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（２）投資リスクに対する管理体制 

 

① 新生インベストメント・マネジメント社 

１)当社の基本方針と組織 

当社の運用リスク管理体制は、リスク管理委員会のもとで一元的に管理する体制となっておりま

す。社内各部から集められたリスク情報はリスク管理委員会に集約され、検討が加えられたのち、

管理状況等につき改善の必要が認められた場合には、各部に指示が下されます。投資リスクを

管理する実務担当部は以下の通りです。 

組 織 役 割・機 能 

運用部 

 

・基準価額の変動が、商品性と著しく乖離していないことを日々確認しま

す。 

・投資ファンドおよび投資ファンドの運用を行う運用会社の評価について

は、定期的に見直し、その結果を投資政策委員会に報告します。 

管理部 ・投資ガイドラインや社内規定に基づく運用制限のモニタリングを行いま

す。 

・法令および信託約款の遵守状況をモニタリングします。 

 

２)コンプライアンス体制 

管理部（コンプライアンス・オフィサーは管理部に属します。）は、当社の業務に係る法令諸規則

の遵守状況の管理・検査を行い、必要に応じて指導を行います。また、コンプライアンス委員会

を設置し、社内の現状と問題点の報告に基づき、効果的な改善策を決定し、社内管理体制の充

実・強化を図っています。  

 

 

② トロイカ社 

投資委員会が投資行動、リスクレポート、パフォーマンス、セクターのエクスポージャーなどのデー

タを精査します。経験豊かなチーフ･オペレーティング･オフィサーのもと、ミドルオフィスとバックオ

フィスのチームがあります。独立したリスク管理部門では法令やガイドラインの遵守状況をチェック

しています。 

 

 

※上記体制は平成20年４月25日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 
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４ 【手数料等及び税金】 

(１) 【申込手数料】 

① 取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中は 1 口当り 1 円） 

に 3.675％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する

金額)(税抜 3.5％) を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額

とします。 

※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。販売会社については、委託会

社までお問い合わせください。 

② 収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。 

(２) 【換金(解約)手数料】 

① 換金(解約)手数料 

換金(解約)手数料はありません。 

② 信託財産留保額 

解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.3％の率を乗じて得た額とします。 

※「信託財産留保額」とは、投資信託を中途解約される受益者の解約代金から

差し引いて、残存受益者の信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。 

(３) 【信託報酬等】 

① 信託報酬 

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年 1.2075％（税抜 1.15％）

の率を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて日々、費用計上されます。 

② 信託報酬の配分 

信託報酬の配分は、以下の通りとします。 

 信託報酬率（年率）  

 合計 販売会社 委託会社 受託会社  

 1.2075％ 

（1.15％） 

0.735％ 

（0.70％） 

0.441％ 

（0.42％） 

0.0315％ 

（0.03％） 

 

※括弧内は税抜です。 

 

③ 信託報酬の支払時期 

信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、計算期間の 初

の６ヶ月終了日（該当日が休業日のときは、翌営業日とします。）、毎計算期間

終了日、および信託終了のときに、信託財産から支払います。 
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④ SIM ショートターム・マザー・ファンドの信託報酬等 

信託報酬、申込手数料および換金手数料はかかりません。 

 

（４） 【その他の手数料等】 

信託財産に関する以下の諸経費、諸費用およびそれに付随する消費税等相当

額は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。 

 

① ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替

えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。 

 

② ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手

数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨

建資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。 

 

③ ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額

は、計算期間を通じて日々、費用計上し、信託報酬の支弁される日に信託財産

中から支払われます。 

 

④ ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入

れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。 

 

※ その他の手数料等につきましては、監査費用を除き、運用状況等により変動

するものであり、事前に全額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示

すことはできません。 
 

※ 手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間

等に応じて異なりますので、表示することができません。 
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《参考》 

当ファンドが投資対象とするケイマン籍の円建て外国投資信託 Troika Shinsei 

Russia Fund Class A（以下「投資先ファンド」といいます。）に係る手数料について 

（１）申込手数料        申込手数料はありません。 

（２）換金（解約）手数料    換金（解約）手数料はありません。 

（３）運用報酬 

 運用報酬 （年率） 投資先ファンドの純資産の 0.75％  

なお、当ファンドの信託報酬に、投資先ファンドの運用報酬（年率 0.75％）を加え

た、受益者が実質的に負担する信託(運用)報酬率の概算値は以下の通りです。

(申込手数料、解約留保金等は含んでおりません。) ただし、この値はあくまでも 

実質的な信託(運用)報酬の目安であり、投資先ファンドの組入れ状況によっては、

実質的にご負担いただく信託(運用)報酬は変動いたします。 

 

 全体としての実質的な信託 (運用) 報酬 （税込・年率）の概算値  

 年 1.9575％ 程度  

（４）その他の手数料等 
 

①当初のファンド設定費用：上限 14,000 米ドル※        

※当該費用は当初５年間で償却します。 

 

②管理会社および受託会社報酬（年率 0.10％） 

 

③その他の費用 

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた

立替金の利息、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建

資産の保管等に要する費用、監査報酬、弁護士報酬、法務費用等および資金借

入れの指図を行った場合の当該借入金の利息 等 

 

※その他の費用につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に

全額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。 
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（５）【課税上の取扱い】 

受益者が支払いを受ける「収益分配金」のうち課税扱いとなる普通分配金（注１参照）ならびに

「一部解約時」および「償還時」の個別元本（注２参照）超過額については下記の通り課税され

ます。 

（注 1）普通分配金と特別分配金 

収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分配金」（元本の一

部払戻しに相当する部分）の区分があります。 

受益者が収益分配金を受け取る際 

イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当りの個別元本と同額かまたは上回って

いる場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。 

ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当りの個別元本を下回っている場合には、

収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が特別分配金となり、収益分配金から特

別分配金を控除した金額が普通分配金となります。 

ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から特別分配金を控除した額が、その後の受益者

の個別元本となります。 

（注２）個別元本 

各受益者の買付時の受益権の基準価額（お申込手数料および当該手数料に係る消費税等

相当額は含まれません。）が個別元本になります。 

イ）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当りの個別元本は、申込口数で加

重平均した値となります。ただし、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握

方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。 

ロ）受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特

別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 

 

※税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。 
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≪参考≫ご投資家にご負担いただく費用および税金 

ご投資家にお申込み時、収益分配やご換金時にご負担いただきます費用と税金は以下の通

りです。 

個人の投資家の場合 

平成 21 年３月 31 日までの間は、支払いを受ける分配金のうち課税扱いとなる普通分配金なら

びに換金（解約）時および償還時の個別元本超過額については、10％（所得税７％および地

方税３％）の税率による源泉徴収が行われます。また、申告不要制度の適用を受けることがで

きます。収益の分配および一部解約時・償還時の差益については配当課税が適用され、確定

申告を行うことにより、総合課税を選択することもできます。上記10％の税率は平成21年４月１

日からは、20％（所得税 15％および地方税５％）となる予定です。 

ご負担の 

時期 

ご負担をいただきます

費用と税金の項目 

ご負担をいただきます 

費用の額（率） 

ご負担をいただきます

税金の額（率） 

ご購入時 申込手数料 
3.675％（税抜 3.5％） 

上限※ 
消費税等相当額 

分配時 所得税および地方税 ――――― 

普通分配金に対して 

10％の源泉徴収 

（申告不要制度適用） 

信託財産留保額 
基準価額に対して 

0.3％ 
――――― 

 

ご換金時 

（解約の場合） 
所得税および地方税 ―――――  

解約価額の個別元本

超過額に対して 10％ 

償還時 所得税および地方税 ――――― 
償還価額の個別元本

超過額に対して 10％ 

※ 申込手数料は、基準価額に、3.675％（税抜 3.5％）を上限として、販売会社が独自に定

める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。   

法人の投資家の場合 

平成 21 年３月 31 日までの間は、支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配

金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について、７％（所得税７％）の税率による

源泉徴収が行われ、法人の受取額となります。地方税は源泉徴収されません。なお、税額控

除制度が適用されます。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみ

であり、特別分配金には課税されません。益金不算入制度は適用されません。平成 21 年４月

１日からは、前述の「平成 21 年３月 31 日まで」に記載の源泉徴収税率７％が 15％となる予定

です。そのほかの記載については上述と同様の取扱いとなる予定です。 

 

※ 税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。 
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５ 【運用状況】 

ファンドの運用は平成 20 年５月 30 日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在

該当事項はありません。 

(１)【投資状況】 

該当事項はありません。 

 

(２)【投資資産】 

①【投資有価証券の主要銘柄】 

該当事項はありません。 

 

②【投資不動産物件】 

該当事項はありません。 

  

③【その他投資資産の主要なもの】 

該当事項はありません。 
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（参考）SIM ショートターム・マザー・ファンド 

 

以下の運用状況は平成 20 年３月 31 日現在です。 

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

（１）投資状況 

投資資産の種類 時価（千円） 投資比率（％） 

国債証券 499,571 99.41

  日本 499,571 99.41

コール・ローン等、その他資産 

（負債控除後） 
2,983 0.59

純資産総額 502,554 100.00 

 

（２）投資資産 

① 投資有価証券の主要銘柄 

イ 評価額上位銘柄明細 

＜国債証券＞ 

利率（％） 券面総額 簿価額（円） 評価額（円） 
投資 

比率 

発

行

地 

銘柄名 種別 

償還期限 （円） 単価 金額 単価 金額 （％） 

-- 日

本 

政府短期証券

第 498 回 

国債 

証券 2008-5-13
200,000,00099.86 199,726,60099.93 199,874,000 39.77

-- 日

本 

政府短期証券

第 499 回 

国債 

証券 2008-5-19
100,000,00099.86 99,863,30099.92 99,928,200 19.89

-- 

2008-6-16
日

本 

政府短期証券

第 504 回 

国債 

証券 
200,000,00099.85 199,719,20099.88 199,769,000 39.75

  

ロ 種類別及び業種別の投資比率 

種類別及び業種別 投資比率（％） 

国債証券 99.41 

合計 99.41 

      

② 投資不動産物件 

該当事項はありません。 

 

③ その他投資資産の主要なもの 

該当事項はありません。 
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６ 【手続等の概要】 

（１）申込（販売）手続等 

① 取得申込み手続き 

１）販売会社の営業日は、原則として、いつでも申込みが可能です。 

２）原則として、午後３時(わが国の金融商品取引所が半休日の場合は午前 11 時)までに、販

売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎ

た場合は、翌営業日の取扱いとなります。 

※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファ

ンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取

得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取

得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の

記載または記録を行うことができます。委託者は、当初設定および追加信託により分割さ

れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため

社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から

振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への

新たな記載または記録を行います。受託者は、当初設定については設定日（平成 20 年５

月 30 日）に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める

方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 

② 取得申込不可日 

継続申込期間中は、販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当

する場合は、取得のお申込みの受付は行いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせく

ださい。 

●ダブリンの銀行休業日 

●ロシア取引システム（RTS）の休業日  

③ 申込単位 

申込単位につきましては、販売会社あるいは委託会社の下記照会先にお問い合わせくださ

い。 

新生インベストメント・マネジメント株式会社 

ホームページ アドレス  http://www.shinsei-investment.com 

電話番号 03-5157-5549 

お問合せ時間（営業日）９：00～17：00（半休日となる場合は９：00～12：00） 

④ コースの選択 

１）収益分配金の受取方法によって、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の２通りがあり

ます。なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一方のコースのみのお取り扱いとな

る場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 

「一般コース」 

お申込みの際に、販売会社に取引口座を開設のうえ、お申込ください。 

「自動けいぞく投資コース」 
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お申込みの際に、販売会社との間で「自動けいぞく投資契約」を結んでいただきます。別

の名称で当該契約と同様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることが

あります。 

２）収益分配金は、原則として各計算期間終了日の基準価額で再投資されます。手数料はか

かりません。 

⑤ 申込価額と金額 

１）受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は 1 口

当り 1 円)とします。 

２）取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は 1 口当り 1 円)に取得申込口

数を乗じて得た額に、お申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額で

す。 

３）お申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。 

⑥ 申込手数料 

１）取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は 1 口当り 1 円)に 3.675％（税

抜 3.5％）を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。 

２）収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。  

⑦ 取得申込の受付の中止、既に受付けた取得申込の受付の取消 

継続申込期間においては、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、

決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の

判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得

申込みの受付けを取り消す場合があります。 

 

(２) 換金(解約)手続等 

① 換金の請求 

１）販売会社の営業日は、原則として、いつでも換金が可能です。 

２）原則として、午後３時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前 11 時）までに、

販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過

ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。 

※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者

の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に

係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振

替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、換金の

請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 

② 換金請求不可日 

販売会社の営業日であっても、換金請求申込日が下記のいずれかに該当する場合は、換

金請求のお申込みの受付は行いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 
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●ダブリンの銀行休業日 

●ロシア取引システム（RTS）の休業日 

③ 換金制限 

ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、

大口の換金には受付時間制限および金額制限を行う場合があります。詳しくは、販売会社

にお問い合わせください。 

④ 換金単位 

販売会社が定める単位を持って換金できます。 

※販売会社によっては、換金単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合

わせください。 

⑤ 解約価額 

解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額※（当該基準価額に 0.3％の

率を乗じて得た額）を控除した価額とします。 

※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残

高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約

に対し解約者から徴収する一定の金額(基準価額に 0.3％)を乗じて得た額をいい、信託財

産に繰り入れられます。 

⑥ 手取額 

１口当りのお手取額は、解約価額※１から所得税および地方税（当該解約価額が受益者毎の

個別元本※２を超過した額に対し 10％※３）を差し引いた金額となります。 

※１ 解約価額＝基準価額－信託財産留保額＝基準価額－(基準価額×0.3％) 

※２ 「個別元本」とは、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込

手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいいます。 

※３ 法人受益者は、所得税（７％）のみとなります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくだ

さい。 

● 税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合がありま

す。 

詳しくは、前記４【手数料等及び税金】（５）【課税上の取扱い】をご参照ください。 

⑦ 支払開始日 

お手取額は、原則として解約申込みの受付日から起算して、７営業日目以降、販売会社に

おいて支払います。 

⑧ 解約申込の受付の中止、既に受付けた解約申込の受付の取消  

１）委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能

の停止その他止むを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一



－ 29 － 

部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求

の受付を取り消す場合があります。 

２）一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前

に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の

実行の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計

算日（この計算日が解約の請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解

約の請求を受付けることができる日とします。）に一部解約の実行の請求を受付けたものとし

て取り扱います。 
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７ 【管理及び運営の概要】 

（１）【資産管理等の概要】 

① 資産の評価 

１)基準価額の算定 

イ）基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則に従っ

て時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総

額」と いいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 

ロ）ファンドは便宜上、基準価額を、１万口当りに換算した価額で表示することがあります。 

２） ファンドの主な投資対象の評価基準 

イ）信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に従って

時価評価します。 

ロ）ケイマン籍の円建て外国投資信託 Troika Shinsei Russia Fund の Class A 受益証券は、

原則として、基準価額計算日に知りうる直近の営業日の基準価額で評価します。 

ハ）証券投資信託である SIM ショートターム・マザー・ファンド 受益証券は、基準価額計

算日の基準価額で評価します。 

ニ）外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）は、原則とし

て基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行います。 

ホ）予約為替は、原則として国内における計算日の対顧客先物相場の仲値によるものとし

ます。 

 

３）基準価額の算出頻度と公表 

イ）基準価額は委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および販売会社など

で入手することができます。 

ロ）基準価額につきましては、販売会社ないしは委託会社の下記照会先にお問い合わせく

ださい。 

 

新生インベストメント・マネジメント株式会社 

ホームページ アドレス  http://www.shinsei-investment.com 

電話番号 03-5157-5549 

お問合わせ時間（営業日）９：00～17：00（半休日となる場合は９：00～12：00） 

 

また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊「オープン基準価格」欄に略称 

「トロイカ」として当ファンドの基準価額が掲載されます。 

 

② 保管 

該当事項はありません。 
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③ 信託期間 

原則、無期限とします。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解除し、信託を終了させ

ることがあります。 

④ 計算期間 

原則として、毎年５月 30 日から翌年５月 29 日までとします。ただし、各計算期間終了日が休

業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも

のとします。 

第一期計算期間は、信託設定日より平成 21 年５月 29 日までとします。 

⑤ 受益者の権利等 

受益者は、主な権利として収益分配金・償還金受領権、換金(解約)請求権および帳簿閲覧

権を有しています。 

詳細は「第三部 ファンドの詳細情報 第３ 管理及び運営 ２ 受益者の権利等」をご参照く

ださい。 

⑥ その他 

１）信託の終了（繰上償還） 

イ）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上

償還させることができます。 

ⅰ）受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合 

ⅱ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき 

ⅲ）やむを得ない事情が発生したとき 

ロ）上記の場合、委託会社は書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。

（後述の「書面決議」をご覧ください。） 

ハ）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託

契約を解約し繰上償還させます。 

ⅰ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議

が困難な場合 

ⅱ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき 

ⅲ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止

したとき。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会

社に引き継ぐことを命じたときは、後述の「書面決議」の規定は適用され、書面決議で

可決された場合、存続します。 

ⅳ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に

違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき 
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ニ）繰上償還を行う際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。 

２）償還金について 

イ）償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還

日が休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日以内に支払いを開始します。）か

ら受益者に支払います。 

ロ）償還金の支払いは、販売会社において行われます。 

３）信託約款の変更など 

イ）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生し

たときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のフ

ァンドの併合（以下「併合」といいます。）を行うことができます。信託約款の変更または併

合を行う際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。 

ロ）この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合については、書面決議を行いま

す。（後述の ４）「書面決議」をご覧ください。） 

ハ）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の 

４）「書面決議」の規定を適用します。 

４）書面決議 

イ）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行い

ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由など

の事項を定め、決議の日の 2 週間前までに受益者に対し書面をもってこれらの事項を記

載した書面決議の通知を発送します。 

ロ）受益者は受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。なお、

受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。 

ハ）書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、受益者の議

決権の３分の２以上にあたる多数をもって行います。 

ニ）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、す

べての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を

行いません。 

ホ）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のフ

ァンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、他のファンドとの併合を行うことは

できません。 

へ）当ファンドの繰上償還、信託約款の重大な変更または併合を行う場合には、書面決議

において反対した受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益権を信託財産をもっ

て買い取るべき旨を請求できます。 

５）公告 

委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

６）運用報告書の作成 
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委託会社は、毎年５月の決算時および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容

および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れ

ている受益者に対して交付します。 

 

（２）【受益者の権利等】 

受益者の有する主な権利は次の通りです。 

① 収益分配金・償還金受領権 

１）受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、所有する受益権の口数に応じて受領する

権利を有します。 

２）ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支

払開始日から 10 年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰

属します。 

② 解約請求権 

受益者は、受益権の解約を販売会社を通じて、委託会社に請求することができます。 

③ 帳簿閲覧権 

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲

覧を請求することができます。 
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第２ 【財務ハイライト情報】 

ファンドの運用は、受益権の当初募集期間終了後の平成20年５月30日から開始する予定で

あり、ファンドは有価証券届出書提出日現在、該当事項はありません。 

１【貸借対照表】 

   該当事項はありません。 

２【損益及び剰余金計算書】 

   該当事項はありません。 

 

第３ 【内国投資信託受益証券事務の概要】 

(１)受益証券の名義書換えの事務等 

該当事項はありません。 

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定

まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消

された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継す

る者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示

する受益証券を発行しません。 

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記

名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証

券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 

(２)受益者に対する特典 

該当事項はありません。 

(３)受益権の譲渡 

① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受

益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものと

します。 

② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有す

る受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振

替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を

開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の

振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に

受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 

③ 上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または

記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等

が異なる場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断

したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 
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(４)受益権の譲渡の対抗要件 

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に

対抗することができません。 

(５)受益権の再分割 

委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施

行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益

権を均等に再分割できるものとします。 

(６)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配

金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等につ

いては、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 

第４【ファンドの詳細情報の項目】 

有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」（投資信託説明書（請求目論見書））の記載項

目は以下の通りです。 

第１【ファンドの沿革】 

第２【手続等】 

 １【申込（販売）手続等】 

 ２【換金（解約）手続等】 

第３【管理及び運営】 

 １【資産管理等の概要】 

 （１）【資産の評価】 

 （２）【保管】 

 （３）【信託期間】 

 （４）【計算期間】 

 （５）【その他】 

 ２【受益者の権利等】 

第４【ファンドの経理状況】 

 １【財務諸表】 

 ２【ファンドの現況】 

  【純資産額計算表】 

第５【設定及び解約の実績】 
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追加型証券投資信託  
新生･トロイカ ロシアファンド 
運 用 の 基 本 方 針 
 
約款第18条に基づき委託者の定める方針は、
次のものとします。 
 
１．基本方針 
この投資信託は、中長期的な信託財産の成長
をめざして運用を行うことを基本とします。 
 
２．運用方法 
(１) 投資対象 
投資信託証券（投資信託または外国投資信託
の受益証券および投資法人または外国投資
法人の投資証券をいいます。以下同じ。）を主
要投資対象とします。 
(２) 投資態度 
① ケイマン籍の円建て外国投資信託

Troika Shinsei Russia Fund のClass A受
益証券（金融商品取引法第２条第１項第
10 号で定めるものをいいます。）および
証券投資信託である SIM ショートター
ム・マザー・ファンドの受益証券（金融商
品取引法第２条第１項第 10 号で定める
ものをいいます。）を主な投資対象としま
す。 

 ＃なお、ケイマン籍の円建て外国投資信託
Troika Shinsei Russia Fund のClass A は
現在準備中です。   

② 投資信託証券への投資は、高位を維持す
ることを基本とします。 

③ 投資信託証券については、見直しを行うこ
とがあります。この際、新たに投資信託証
券を指定したり、既に指定されていた投資
信託証券を変更したりする場合がありま
す。 

④ 資金動向、市況動向に急激な変化が生じ
たとき、ならびに残存信託期間、残存元本
が運用に支障をきたす水準になったとき等
やむを得ない事情が発生した場合には、
上記のような運用ができない場合がありま
す。 

(3) 投資制限 
① 投資信託証券、短期社債等（社債等の振

替に関する法律（政令で定める日以降「社
債、株式等の振替に関する法律」となった
場合は読み替えるものとし、「社債、株式等
の振替に関する法律」を含め「社振法」とい
います。以下同じ。）第66条第１号に規定
する短期社債、同法第117条に規定する

相互会社の社債、同法第118条に規定す
る特定社債および同法第120条に規定す
る特別法人債をいいます。）およびコマー
シャル・ペーパー以外の有価証券への直
接投資は行いません。 

② 同一銘柄の投資信託証券への投資は、当
該投資信託約款又は規約においてファン
ド・オブ・ファンズにのみ取得されることが
記載されている投資信託証券については、
信託財産の純資産総額に対する同一銘柄
の時価総額の制限を受けません。 

③ 株式への直接投資は行いません。 
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設

けません。 
⑤ 外貨建有価証券への投資については、わ

が国の国際収支上の理由等により特に必
要と認められる場合には、制約されること
があります。 

 
３．収益分配方針 
毎決算期末に、原則として以下の方針に基づ
き分配を行います。 
① 分配対象額の範囲 

経費控除後の繰越分を含めた利子・配当
等収益および売買益（評価益を含みま
す。）等の全額とします。 

② 分配対象額についての分配方針 
委託者が基準価額水準、市場動向等を勘
案して決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には分配を行わないことがあり
ます。 

③ 留保益の運用方針 
収益分配に充てず信託財産内に留保した
利益（無分配期の利益を含みます。）につ
いては、運用の基本方針に基づき運用を
行います。 
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追加型証券投資信託  
新生･トロイカ ロシアファンド 約款 
 
（信託の種類､委託者および受託者） 
第１条 この信託は証券投資信託であり、新
生インベストメント・マネジメント株式会社を
委託者とし、りそな信託銀行株式会社を受
託者とします。 
② この信託は、信託法（平成18年法律第108 
号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受
けます。 
③ 受託者は、信託法第 28 条第１号に基づ
く信託事務の委託として、信託事務の処理
の一部について、金融機関の信託業務の兼
営等に関する法律第１条第１項の規定によ
る信託業務の兼営の認可を受けた一の金融
機関（受託者の利害関係人（金融機関の信
託業務の兼営等に関する法律第２条第１項
にて準用する信託業法第 29 条第２項第１号
に規定する利害関係人をいいます。以下こ
の条において同じ。）を含みます。）と信託契
約を締結し、これを委託することができます。 
④ 前項における利害関係人に対する業務の
委託については、受益者の保護に支障を生じ
ることがない場合に行うものとします。 
 
（信託の目的および金額） 
第２条 委託者は、金150億円を上限として、受
益者のために利殖の目的をもって信託し、受
託者はこれを引き受けます。 
 
（信託金の限度額） 
第３条 委託者は受託者と合意のうえ、金
1,500億円を限度として信託金を追加すること
ができます。 
② 委託者は、受託者と合意の上、第１項の限
度額を変更することができます。 
 
（信託期間） 
第４条 この信託の期間は、信託契約締結日
から第38条第７項、第40条第１項、第41条第１
項、第42条第１項および第44条第２項の規定
による信託終了の日または信託契約解約の日
までとします。 
 
（受益権の取得申込みの勧誘の種類） 
第５条 この信託にかかる受益権の取得申込み
の勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１
号に掲げる場合に該当する勧誘のうち投資信
託及び投資法人に関する法律第２条第８項で
定める公募により行われます。 

 
（当初の受益者） 
第６条 この信託契約締結当初および追加
信託当初の受益者は、委託者の指定する受
益権取得申込者とし、第７条により分割され
た受益権は、その取得申込口数に応じて、
取得申込者に帰属します。 
 
（受益権の分割および再分割） 
第７条 委託者は、第２条による受益権につい
ては150億口を上限として、追加信託によって
生じた受益権については、これを追加信託の
つど第８条第１項の追加口数に、それぞれ均
等に分割します。 
② 委託者は、受益権の再分割を行いません。
ただし、社債、株式等の振替に関する法律が
施行された場合には、受託者と協議の上、同
法に定めるところにしたがい、一定日現在の受
益権を均等に再分割できるものとします。 
 
（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 
第８条 追加信託金は、追加信託を行う日の前
営業日の基準価額に、当該追加信託にかか
る受益権の口数を乗じた額とします。 
② この約款において基準価額とは、信託財
産に属する資産を法令および社団法人投資
信託協会規則に従って時価評価して得た信
託財産の資産総額から負債総額を控除した
金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
算日における受益権総口数で除した金額をい
います。なお、外貨建資産（外国通貨表示の
有価証券（以下「外貨建有価証券」といいま
す。）預金その他の資産をいいます。以下同
じ。）の円換算については、原則としてわが国
における計算日の対顧客電信売買相場の仲
値によって計算します。 
③ 第21条に規定する予約為替の評価は、原
則として、わが国における計算日の対顧客先
物売買相場の仲値によるものとします。 
 
（信託日時の異なる受益権の内容） 
第９条 この信託の受益権は、信託の日時を
異にすることにより差異を生ずることはありませ
ん。 
 
（受益権の帰属と受益証券の不発行） 
第 10 条 この信託のすべての受益権は、社
債等の振替に関する法律（政令で定める日
以降「社債、株式等の振替に関する法律」と
なった場合は読み替えるものとし、「社債、株
式等の振替に関する法律」を含め「社振法」
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といいます。以下同じ。）の規定の適用を受
けることとし、受益権の帰属は、委託者があ
らかじめこの信託の受益権を取り扱うことに
ついて同意した一の振替機関（社振法第２
条に規定する「振替機関」をいい、以下「振
替機関」といいます。）および当該振替機関
の下位の口座管理機関（社振法第２条に規
定する「口座管理機関」をいい、振替機関を
含め、以下「振替機関等」といいます。）の振
替口座簿に記載または記録されることにより
定まります（以下、振替口座簿に記載または
記録されることにより定まる受益権を「振替受
益権」といいます。）。 
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う
振替機関が社振法の規定により主務大臣の
指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関
の振替業を承継する者が存在しない場合そ
の他やむを得ない事情がある場合を除き、
振替受益権を表示する受益証券を発行しま
せん。 
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事
情等により受益証券を発行する場合を除き、
無記名式受益証券から記名式受益証券へ
の変更の請求、記名式受益証券から無記名
式受益証券への変更の請求、受益証券の
再発行の請求を行わないものとします。 
③ 委託者は、第７条の規定により分割され
た受益権について、振替機関等の振替口座
簿への新たな記載または記録をするため社
振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託者か
ら振替機関への通知があった場合、社振法
の規定にしたがい、その備える振替口座簿
への新たな記載または記録を行います。 
 
（受益権の設定に係る受託者の通知） 
第 11 条 受託者は、信託契約締結日に生じ
た受益権については信託契約締結時に、追
加信託により生じた受益権については追加
信託のつど、振替機関の定める方法により、
振替機関へ当該受益権に係る信託を設定し
た旨の通知を行います。 
 
（受益権の申込単位および価額） 
第12条 販売会社（委託者の指定する金融商
品取引法第28条第１項に規定する第一種金
融商品取引業を行う者および委託者の指定
する金融商品取引法第２条第11項に規定する
登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、第
７条第１項の規定により分割される受益権を、

その取得申込者に対し販売会社が定める単
位をもって取得申込に応じることができるもの
とします。ただし、別に定める自動けいぞく投
資契約（以下「別に定める契約」といいます。）
を結んだ取得申込者に限り、1口の整数倍をも
って取得申込に応じることができるものとしま
す。 
② 前項の取得申込者は販売会社に、取得
申込と同時にまたは予め、自己のために開
設されたこの信託の受益権の振替を行うた
めの振替機関等の口座を示すものとし、当
該口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録が行われます。なお、
販売会社は、当該取得申込の代金（第４項
の受益権の価額に当該取得申込の口数を
乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き
換えに、当該口座に当該取得申込者に係る
口数の増加の記載または記録を行うことが
できます。 
③ 第１項の規定にかかわらず、取得申込日
がダブリンの銀行休業日、あるいはロシア取引
システム(RTS)の休業日と同日の場合には、第
１項による受益権の取得の申込みに応じない
ものとします。ただし、第36条第２項に規定す
る収益分配金の再投資にかかる場合を除きま
す。 
④ 第１項の場合の受益権の価額は、取得
申込日の翌営業日の基準価額に、手数料
および当該手数料に係る消費税および地方
消費税（以下「消費税等」といいます。）に相
当する金額を加算した価額とします。ただし、
この信託契約締結日前の取得申込にかかる
受益権の価額は、１口につき 1 円に手数料
および当該手数料に係る消費税等に相当
する金額を加算した価額とします。 
⑤ 前項の手数料の額は、販売会社がそれぞ
れ独自に定めるものとします。 
⑥ 第４項の規定にかかわらず、受益者が別に
定める契約に基づいて収益分配金を再投資
する場合の受益権の価額は、原則として、第
30条に規定する各計算期間終了日の基準価
額とします。 
⑦ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、
金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16
項に規定する金融商品取引所および金融商
品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外
国金融商品市場をいいます。以下同じ。）にお
ける取引の停止、外国為替取引の停止、決済
機能の停止、投資対象国における非常事態
（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資
産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデ
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ターや重大な政治体制の変更、戦争など）に
よる市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少
など、その他やむを得ない事情があるときは、
第１項による受益権の取得申込の受け付けを
中止することおよびすでに受け付けた取得申
込の受け付けを取り消すことができます。 
 
（受益権の譲渡に係る記載または記録） 
第 13 条 受益者は、その保有する受益権を
譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対
象とする受益権が記載または記録されてい
る振替口座簿に係る振替機関等に振替の
申請をするものとします。 
② 前項の申請のある場合には、前項の振
替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の
保有する受益権の口数の増加につき、その
備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、前項の振替機関等が振
替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替
機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲
受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行われるよう通知するも
のとします。 
③ 委託者は、第１項に規定する振替につ
いて、当該受益者の譲渡の対象とする受益
権が記載または記録されている振替口座簿
に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を
開設した振替機関等が異なる場合等におい
て、委託者が必要と認めるときまたはやむを
えない事情があると判断したときは、振替停
止日や振替停止期間を設けることができま
す。 
 
（受益権の譲渡の対抗要件） 
第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による
振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託者および受託者に対抗することがで
きません。 
 
（投資の対象とする資産の種類） 
第 15 条 この信託において投資の対象とす
る資産の種類は、次に掲げるものとします。 
①次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投
資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。） 
イ．有価証券 
ロ．金銭債権 
ハ．約束手形 

②次に掲げる特定資産以外の資産 
イ．為替手形 
 
（有価証券および金融商品の指図範囲等） 
第16条 委託者は、信託金を、主として次の外
国投資信託の受益証券および新生インベスト
メント・マネジメント株式会社を委託者とし、りそ
な信託銀行株式会社を受託者として締結され
た次のマザーファンド（その受益権を他の証券
投資信託の信託財産に取得させることを目的
とした証券投資信託です。）の受益証券ならび
に次の有価証券（金融商品取引法第２条第２
項の規定により有価証券とみなされる同項各
号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
を指図します。 
１．ケイマン籍の円建て外国投資信託 Troika 
Shinsei Russia FundのClass A 受益証券（金
融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。） 

２．証券投資信託 SIM ショートターム・マザ
ー・ファンドの受益証券（金融商品取引法第
２条第１項第10号で定めるものをいいます。） 

３．短期社債等（社振法第66条第１号に規定
する短期社債、同法第117条に規定する相
互会社の社債、同法第118条に規定する特
定社債および同法第120条に規定する特別
法人債をいいます。）およびコマーシャル・ペ
ーパー 

４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取
引法第２条第１項第14号で定める受益証
券発行信託の受益証券に限ります。） 

②前項の規定にかかわらず、この信託の設
定、解約、償還、投資環境の変動等への対
応等、委託者が運用上必要と認めるときは、
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品
（金融商品取引法第２条第２項の規定により
有価証券とみなされる同項各号に掲げる権
利を含みます。）により運用することの指図が
できます。 
１.預金 
２.指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１
項第14号に規定する受益証券発行信託を除
きます。） 

３.コール・ローン 
４.手形割引市場において売買される手形 
 
（利害関係人等との取引等） 
第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生
じることがないものであり、かつ信託業法、投
資信託及び投資法人に関する法律ならびに
関連法令に反しない場合には、委託者の指図
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により、信託財産と、受託者（第三者との間に
おいて信託財産のためにする取引その他の
行為であって、受託者が当該第三者の代理人
となって行うものを含みます。）および受託者
の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律第2条第１項にて準用する信
託業法第29条第2項第1号に規定する利害関
係人をいいます。以下本項、次項および第22
条において同じ。）、第22条第１項に定める信
託業務の委託先およびその利害関係人また
は受託者における他の信託財産との間で、前
２条に掲げる資産への投資等ならびに第21条
および第25条から第27条に掲げる取引その他
これらに類する行為を行うことができます。 
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者と
しての権限に基づいて信託事務の処理として
行うことができる取引その他の行為について、
受託者または受託者の利害関係人の計算で
行うことができるものとします。なお、受託者の
利害関係人が当該利害関係人の計算で行う
場合も同様とします。 
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及
び投資法人に関する法律ならびに関連法令
に反しない場合には、信託財産と、委託者、そ
の取締役、執行役および委託者の利害関係
人等（金融商品取引法第31条の４第５項およ
び同条第６項に規定する親法人等又は子法
人等をいいます。）または委託者が運用の指
図を行う他の信託財産との間で、前２条に掲
げる資産への投資等ならびに第21条および第
25条から第27条に掲げる取引その他これらに
類する行為を行うことの指図をすることができ、
受託者は、委託者の指図により、当該投資等
ならびに当該取引、当該行為を行うことができ
ます。 
④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受
益者に対して信託法第31条第３項および同法
第32条第３項の通知は行いません。 
 
（運用の基本方針） 
第18条 委託者は、信託財産の運用にあたっ
ては、別に定める運用の基本方針にしたがっ
て、その指図を行います。 
 
（同一銘柄の投資信託証券への投資制限） 
第19条 委託者は、信託財産に属する同一銘
柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産
の純資産総額の100分の50を超えることとなる
投資の指図をしません。 
② 前項の規定にかかわらず、当該信託約款
又は規約においてファンド・オブ・ファンズにの

み取得されることが記載されている投資信託
証券については、信託財産の純資産総額に
対する同一銘柄の時価総額の制限を受けま
せん。 
 
（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 
第 20 条 外貨建有価証券への投資につい
ては、わが国の国際収支上の理由等により
特に必要と認められる場合には、制約される
ことがあります。  
 
（外国為替予約の指図）  
第 21 条 受託者は、信託財産に属する外貨
建資産について、当該外貨建資産のヘッジ
のため、外国為替の売買の予約を指図する
ことができます。  
 
（信託業務の委託等） 
第22条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託
業務の一部について、信託業法第22条第１項
に定める信託業務の委託をするときは、以下
に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託
者の利害関係人を含みます。）を委託先として
選定します。 
１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託
業務の遂行に懸念がないこと 

２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、
委託業務を確実に処理する能力があると認
められること 

３．委託される信託財産に属する財産と自己
の固有財産その他の財産とを区分する等
の管理を行う体制が整備されていること 

４．内部管理に関する業務を適正に遂行す
るための体制が整備されていること 

② 受託者は、前項に定める委託先の選定
にあたっては、当該委託先が前項各号に掲
げる基準に適合していることを確認するもの
とします。 
③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各
号に掲げる業務を、受託者および委託者が
適当と認める者（受託者の利害関係人を含
みます。）に委託することができるものとしま
す。 
１．信託財産の保存に係る業務 
２．信託財産の性質を変えない範囲内にお
いて、その利用または改良を目的とする業務 

３．委託者のみの指図により信託財産の処
分およびその他の信託の目的の達成のた
めに必要な行為に係る業務 

４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な
機能を有する行為 
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（混蔵寄託） 
第23条 金融機関または第一種金融商品取
引業者等（金融商品取引法第28条第１項に規
定する第一種金融商品取引業を行う者および
外国の法令に準拠して設立された法人でこの
者に類する者をいいます。以下本条において
同じ。）から、売買代金および償還金等につい
て円貨で約定し円貨で決済する取引により取
得した外国において発行されたコマーシャル・
ペーパーは、当該金融機関または第一種金
融商品取引業者等が保管契約を締結した保
管機関に当該金融機関または第一種金融商
品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものと
します。 
 
（信託財産の登記等および記載等の留保等） 
第24条 信託の登記または登録をすることが
できる信託財産については、信託の登記また
は登録をすることとします。ただし、受託者が
認める場合は、信託の登記または登録を留保
することがあります。 
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保
護のために委託者または受託者が必要と認め
るときは、速やかに登記または登録をするもの
とします。 
③ 信託財産に属する旨の記載または記録
をすることができる信託財産については、信
託財産に属する旨の記載または記録をする
とともに、その計算を明らかにする方法により
分別して管理するものとします。ただし、受
託者が認める場合は、その計算を明らかに
する方法により分別して管理することがあり
ます。 
④ 動産（金銭を除きます。）については、外
形上区別することができる方法によるほか、
その計算を明らかにする方法により分別して
管理することがあります。 
 
（一部解約の請求および有価証券の売却等の指図） 
第25条 委託者は、信託財産に属する投資信
託証券またはマザーファンドの受益証券にか
かる信託契約の一部解約の請求および信託
財産に属する有価証券の売却等の指図がで
きます。 
 
（再投資の指図） 
第26条 委託者は、前条の規定による一部解
約金、有価証券の売却代金、有価証券に係る
償還金等、有価証券等に係る利子等およびそ
の他の収入金を再投資することの指図ができ
ます。 

 
（資金の借入れ） 
第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用
ならびに運用の安定性に資するため、一部解
約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う
支払資金の手当てのために借入れた資金の
返済を含みます。）を目的として、または再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借入れ（コール市場を通じる
場合を含みます。）の指図をすることができま
す。なお、当該借入金をもって有価証券等の
運用は行わないものとします。 
② 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる
要件を満たす範囲内の額とします。 
１.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっ
ては、一部解約金の支払資金の手当てのた
めに行った有価証券等の売却または解約等
ならびに有価証券等の償還による受取りの確
定している資金の額の範囲内 

２.再投資に係る収益分配金の支払資金の手
当てにあたっては、収益分配金の再投資額
の範囲内 

３.借入れ指図を行う日における信託財産の純
資産総額の10％以内 

③ 一部解約に伴う支払資金の手当てのため
の借入期間は、受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の
売却代金の受渡日までの間または受益者へ
の解約代金支払開始日から信託財産で保有
する有価証券等の解約代金入金日までの間
もしくは受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の償還金の
入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とします。 
④ 再投資に係る収益分配金の支払資金の手
当てのための借入期間は、信託財産から収益
分配金が支弁される日からその翌営業日まで
とします。 
⑤ 借入金の利息は信託財産中から支弁しま
す。 
 
（損益の帰属） 
第28条 委託者の指図に基づく行為により 信
託財産に生じた利益および損失は、すべて受
益者に帰属します。 
 
（受託者による資金の立替え） 
第29条 信託財産に属する有価証券について、
借替がある場合で、委託者の申出があるとき
は、受託者は資金の立替えをすることができま
す。 
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② 信託財産に属する有価証券に係る償還金
等、有価証券等に係る利子等およびその他の
未収入金で、信託終了日までにその金額を見
積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替
えて信託財産に繰り入れることができます。 
③ 前２項の立替金の決済および利息につい
ては、受託者と委託者との協議によりそのつど
別にこれを定めます。 
 
（信託の計算期間） 
第 30 条 この信託の計算期間は、毎年５月
30 日から翌年５月 29 日とすることを原則とし
ます。ただし、第１計算期間は信託契約締
結日より平成 21 年５月 29 日までとします。  
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計
算期間終了日に該当する日（以下本項にお
いて「該当日」といいます。）が休業日のとき、
各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、
その翌日より次の計算期間が開始されるものと
します。ただし、 終計算期間の終了日は第４
条に定める信託期間の終了日とします。 
 
（信託財産に関する報告等） 
第31条 受託者は、毎計算期末に損益計算を
行い、信託財産に関する報告書を作成して、
これを委託者に提出します。 
② 受託者は、信託終了のときに 終計算を
行い、信託財産に関する報告書を作成して、
これを委託者に提出します。 
③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、
受益者に対する信託法第37条第３項に定める
報告は行わないこととします。 
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条
第２項に定める書類又は電磁的記録の作成に
欠くことのできない情報その他の信託に関す
る重要な情報および当該受益者以外の者の
利益を害するおそれのない情報を除き、信託
法第38条第１項に定める閲覧又は謄写の請
求をすることはできないものとします。 
 
（信託事務の諸費用および監査費用） 
第 32 条 信託財産に関する租税、信託事務
の処理に要する諸費用および受託者の立
替えた立替金の利息 （以下「諸経費」といい
ます。）は、受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。 
② 信託財産に係る監査費用および当該監
査費用に係る消費税等に相当する金額は、
第 30 条に規定する計算期間を通じて日々
計上され、第 33 条第２項に規定する信託報
酬の支弁される日に信託財産中から支弁し

ます。 
 
（信託報酬等の総額） 
第33条 委託者および受託者の信託報酬の総
額は、第30条に規定する計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に年10,000分の
115の率を乗じて得た額とします。 
② 前項の信託報酬は、計算期間の 初の６ヵ
月終了日（該当日が休業日のときは、翌営業
日とします。）、毎計算期末および信託終了の
とき信託財産中から支弁するものとし、委託者
と受託者との間の配分は別に定めます。 
③ 第１項の信託報酬に係る消費税等に相当
する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中
から支弁します。 
 
（収益の分配） 
第34条 信託財産から生ずる毎計算期末にお
ける利益は、次の方法により処理します。 
１．分配金、利子およびこれ等に類する収益か
ら支払利息を控除した額（以下「配当等収益」
といいます。）は、諸経費および当該諸経費に
係る消費税等に相当する金額、信託財産に係
る監査費用および当該監査費用に係る消費税
等に相当する金額、信託報酬および当該信託
報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し
た後その残金を受益者に分配することができま
す。なお、次期以降の分配金にあてるため、そ
の一部を分配準備積立金として積み立てること
ができます。 

２．売買損益に評価損益を加減した利益金額
（以下「売買益」といいます。）は、諸経費およ
び当該諸経費に係る消費税等に相当する金
額、信託財産に係る監査費用および当該監
査費用に係る消費税等に相当する金額、信
託報酬および当該信託報酬に係る消費税等
に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある
ときは、その全額を売買益をもって補てんし
た後、受益者に分配することができます。な
お、次期以降の分配にあてるため、分配準備
積立金として積み立てることができます。 

② 毎計算期末において、信託財産につき生じ
た損失は、次期に繰り越します。 
 
（収益分配金、償還金および一部解約金の払
い込みと支払いに関する受託者の免責) 
第35条 受託者は、収益分配金については第
36条第１項および第36条第２項に規定する支
払開始日までに、償還金（信託終了時におけ
る信託財産の純資産総額を受益権口数で除
した額をいいます。以下同じ。）については第
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36条第３項に規定する支払開始日までに、一
部解約金（第38条第３項の一部解約の価額に
当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。
以下同じ。）については第36条第４項に規定
する支払日までに、その全額を委託者の指定
する預金口座等に払い込みます。 
② 受託者は、前項の規定により委託者の指
定する預金口座等に収益分配金、償還金およ
び一部解約金を払い込んだ後は、受益者に
対する支払いにつき、その責に任じません。 
 
（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 
第 36 条 収益分配金は、毎計算期間終了
日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、
毎計算期間の末日において振替機関等の
振替口座簿に記載または記録されている受
益者（当該収益分配金にかかる計算期間の
末日以前において一部解約が行われた受
益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる計算期間の末日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため販売会社の名義で記載または記
録されている受益権については原則として
取得申込者とします。）に支払います。 
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契
約に基づいて収益分配金を再投資する受益
者に対しては、受託者が委託者の指定する預
金口座等に払い込むことにより、原則として、
毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金
が販売会社に支払われます。この場合、販売
会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の
再投資にかかる受益権の取得の申込に応じる
ものとします。当該取得により増加した受益権
は、第10条第３項の規定にしたがい、振替口
座簿に記載または記録されます。 
③ 償還金は、信託終了日後 1 ヵ月以内の
委託者の指定する日から、信託終了日にお
いて振替機関等の振替口座簿に記載また
は記録されている受益者（信託終了日以前
において一部解約が行われた受益権にか
かる受益者を除きます。また、当該信託終了
日以前に設定された受益権で取得申込代
金支払前のため販売会社の名義で記載ま
たは記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に支払います。
なお、当該受益者は、その口座が開設され
ている振替機関等に対して委託者がこの信
託の償還をするのと引き換えに、当該償還
に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請
を行うものとし、社振法の規定にしたがい当
該振替機関等の口座において当該口数の

減少の記載または記録が行われます。 
④ 一部解約金は、第 38 条第１項の受益者
の請求を受け付けた日から起算して、原則と
して、７営業日目から受益者に支払います。 
⑤ 前各項（第２項を除く。）に規定する収益
分配金、償還金および一部解約金の支払い
は、販売会社の営業所等において行うもの
とします。 
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金
にかかる収益調整金は、原則として、受益者
毎の信託時の受益権の価額等に応じて計
算されるものとします。 
⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税
法施行令第27条の規定によるものとし、受益
者毎の信託時の受益権の価額と元本との差
額をいい、原則として、追加信託のつど当該
口数により加重平均され、収益分配のつど調
整されるものとします。また、前項に規定する
「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、
原則として、受益者毎の信託時の受益権の価
額をいい、追加信託のつど当該口数により加
重平均され、収益分配のつど調整されるものと
します。 
 
（収益分配金および償還金の時効） 
第 37 条 受益者が、収益分配金については
第 36 条第１項に規定する支払開始日から５
年間その支払いを請求しないとき、ならびに
信託終了による償還金について第 36 条第３
項に規定する支払開始日から 10 年間その
支払いを請求しないときは、その権利を失い、
受託者から交付を受けた金銭は、委託者に
帰属します。 
 
（信託契約の一部解約） 
第38条 受益者は、自己に帰属する受益権に
つき、委託者に販売会社が定める単位（別に
定める契約にかかる受益権または販売会社に
帰属する受益権については１口単位）をもって
一部解約の実行を請求することができます。た
だし、ダブリンの銀行休業日、あるいはロシア
取引システム(RTS)の休業日と同日の場合に
は、受益権の一部解約の実行の請求の受け
付けは行いません。  
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請
求を受け付けた場合には、この信託契約の
一部を解約します。なお、前項の一部解約
の実行の請求を行う受益者は、その口座が
開設されている振替機関等に対して当該受
益者の請求に係るこの信託契約の一部解約
を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解
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約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申
請を行うものとし、社振法の規定にしたがい
当該振替機関等の口座において当該口数
の減少の記載または記録が行われます。 
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実
行の請求日の翌営業日の基準価額から当該
基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を信託
財産留保額として控除した価額とします。 
④ 信託契約の一部解約にかかる一部解約の
実行の請求を受益者がするときは、販売会社
に対し、振替受益権をもって行うものとします。 
⑤ 委託者は、金融商品取引所等における
取引の停止、外国為替取引の停止、決済機
能の停止、投資対象国における非常事態
（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や
資産凍結を含む規制の導入、自然災害、ク
ーデターや重大な政治体制の変更、戦争な
ど）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端
な減少など、その他やむを得ない事情があ
るときは、第１項による一部解約の実行の請
求の受け付けを中止することおよびすでに
受け付けた一部解約の実行の請求の受け
付けを取り消すことができます。 
⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受
け付けが中止された場合には、受益者は当
該受け付け中止以前に行った当日の一部
解約の実行の請求を撤回できます。ただし、
受益者がその一部解約の実行の請求を撤
回しない場合には、当該受益権の一部解約
の価額は、当該受け付け中止を解除した後
の 初の基準価額の計算日（この計算日
が解約の請求を受付けない日であるとき
は、この計算日以降の 初の解約の請
求を受付けることができる日とします。）に
一部解約の実行の請求を受け付けたものと
して第3項の規定に準じて計算された価額と
します。 
⑦ 委託者は、信託契約の一部を解約すること
により、受益権の口数が10億口を下回ることと
なった場合は、受託者と合意のうえ、あらかじ
め、監督官庁に届け出ることにより、第40条の
規定にしたがってこの信託契約を解約し、信
託を終了させることができます。 
 
（質権口記載又は記録の受益権の取り扱い） 
第 39 条 振替機関等の振替口座簿の質権
口に記載または記録されている受益権にか
かる収益分配金の支払い、一部解約の実行
の請求の受付け、一部解約金および償還金
の支払い等については、この約款によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取り

扱われます。 
 
（信託契約の解約） 
第40条 委託者は、信託期間中において、こ
の信託契約を解約することが受益者のため有
利であると認めるとき、またはやむを得ない事
情が発生したときは、受託者と合意のうえ、こ
の信託契約を解約し、信託を終了させることが
できます。この場合において、委託者は、あら
かじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
出るものとします。 
② 委託者は、前項の事項について、書面に
よる決議（以下「書面決議」といいます。）を行
います。この場合において、あらかじめ、書面
決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の２週間前ま
でに、この信託契約に係る知れている受益者
に対し、書面をもってこれらの事項を記載した
書面決議の通知を発します。 
③ 前項の書面決議において、受益者（委託
者およびこの信託の信託財産にこの信託の受
益権が属するときの当該受益権に係る受益者
としての受託者を除きます。以下本項におい
て同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知
れている受益者が議決権を行使しないときは、
当該知れている受益者は書面決議について
賛成するものとみなします。 
④ 第２項の書面決議は議決権を行使すること
ができる受益者の半数以上であって、当該受
益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行います。 
⑤ 第２項から前項までの規定は、委託者が信
託契約の解約について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託契約に係る
すべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたときには適用しませ
ん。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、第2
項から前項までの手続きを行うことが困難な場
合についても同様とします。 
 
（信託契約に関する監督官庁の命令） 
第41条 委託者は、監督官庁よりこの信託契
約の解約の命令を受けたときは、その命令に
したがい、信託契約を解約し信託を終了させ
ます。 
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこ
の信託約款を変更しようとするときは、第45条
の規定にしたがいます。 
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（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 
第42条 委託者が監督官庁より登録の取消
を受けたとき、解散したときまたは業務を廃
止したときは、委託者は、この信託契約を解
約し、信託を終了させます。 
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこ
の信託契約に関する委託者の業務を他の投
資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
この信託は、第45条の書面決議が否決となる
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者
との間において存続します。 
 
（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 
第43条 委託者は、事業の全部または一部を
譲渡することがあり、これに伴い、この信託契
約に関する事業を譲渡することがあります。 
② 委託者は、分割により事業の全部または一
部を承継させることがあり、これに伴い、この信
託契約に関する事業を承継させることがありま
す。 
 
（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 
第44条 受託者は、委託者の承諾を受けてそ
の任務を辞任することができます。受託者がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与
えたことその他重要な事由があるときは、委託
者または受益者は、裁判所に受託者の解任を
申立てることができます。受託者が辞任した場
合、または裁判所が受託者を解任した場合、
委託者は、第45条の規定にしたがい、新受託
者を選任します。なお、受益者は、上記によっ
て行う場合を除き、受託者を解任することはで
きないものとします。 
② 委託者が新受託者を選任できないときは、
委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了
させます。 
 
（信託約款の変更等） 
第45条 委託者は、受益者の利益のため必要
と認めるときまたはやむを得ない事情が発生し
たときは、受託者と合意のうえ、この信託約款
を変更することまたはこの信託と他の信託との
併合（投資信託及び投資法人に関する法律
第16条第２号に規定する「委託者指図型投資
信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うこ
とができるものとし、あらかじめ、変更または併
合しようとする旨およびその内容を監督官庁に
届け出ます。なお、この信託約款は本条に定
める以外の方法によって変更することができな
いものとします。 
② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項

にあっては、その内容が重大なものに該当す
る場合に限ります。以下、併合と合わせて「重
大な約款の変更等」といいます。）について、
書面決議を行います。この場合において、あら
かじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の
変更等の内容およびその理由などの事項を定
め、当該決議の日の２週間前までに、この信
託約款に係る知れている受益者に対し、書面
をもってこれらの事項を記載した書面決議の
通知を発します。 
③ 前項の書面決議において、受益者（委託
者およびこの信託の信託財産にこの信託の受
益権が属するときの当該受益権に係る受益者
としての受託者を除きます。以下本項におい
て同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知
れている受益者が議決権を行使しないときは、
当該知れている受益者は書面決議について
賛成するものとみなします。 
④ 第２項の書面決議は議決権を行使すること
ができる受益者の半数以上であって、当該受
益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行います。 
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての
受益者に対してその効力を生じます。 
⑥ 第２項から前項までの規定は、委託者が重
大な約款の変更等について提案をした場合に
おいて、当該提案につき、この信託約款に係
るすべての受益者が書面又は電磁的記録に
より同意の意思表示をしたときには適用しませ
ん。 
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信
託において併合の書面決議が可決された場
合にあっても、当該併合にかかる一又は複数
の他の投資信託において当該併合の書面決
議が否決された場合は、当該他の投資信託と
の併合を行うことはできません。 
 
（反対者の買取請求権) 
第46条 第40条に規定する信託契約の解約ま
たは前条に規定する重大な約款の変更等を
行う場合には、書面決議において当該解約ま
たは重大な約款の変更等に反対した受益者
は、受託者に対し、自己の有する受益権を、
信託財産をもって買取るべき旨を請求すること
ができます。この買取請求権の内容および買
取請求の手続に関する事項は、第40条第２項
または前条第２項に規定する書面に付記しま
す。 
 
（他の受益者の氏名等の開示の請求の制限） 
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第47条 この信託の受益者は、委託者または
受託者に対して、次に掲げる事項の開示の請
求を行うことはできません。 
1．他の受益者の氏名または名称および住所 
2．他の受益者が有する受益権の内容 
 
（公告） 
第48条 委託者が受益者に対してする公告は、
日本経済新聞に掲載します。 
 
（信託約款に関する疑義の取扱い） 
第49条 この信託約款の解釈について疑義を
生じたときは、委託者と受託者との協議により
定めます。 
 
 
（付 則） 
この約款において、「自動けいぞく投資契約」
とは、この信託について受益権取得申込者と
販売会社が締結する「自動けいぞく投資契
約」と別の名称で同様の権利義務関係を規定
する契約を含むものとします。この場合、「自動
けいぞく投資契約」は当該別の名称に読み替
えるものとします。 
 
上記条項により信託契約を締結します。 
 
平成20年５月30日 
 
東京都千代田区内幸町二丁目１番８号 
委託者 新生インベストメント･マネジメント株式会社 
 
東京都千代田区大手町一丁目１番２号 
受託者 りそな信託銀行株式会社 
 
 



－ 49 － 

【信託用語集】 

運用報告書 投資信託の運用期間中の運用実績や経過、信託財産の内容、有価証券
売買状況などについて一定期間ごとに投資信託委託会社により作成
され、取扱い販売会社を通じて投資家に交付される報告書です。 

会社型投資信託 投資信託自体が投資を目的とした投資法人（株式会社）を設立し、投
資証券（株券）を発行して投資主（株主）を募集します。投資証券を
購入した投資主が、その会社の投資運用による収益等の分配を受ける
形態の投資信託です。 

解約 

 

投資家が販売会社を通じて投資信託委託会社（運用会社）に対して信
託契約の解除を請求する換金方法で、直接解約請求ともよばれます。 

解約価額 投資信託を解約する際の税引き前の価額です。信託財産留保額がある
場合は、基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額になります。 

為替ヘッジ 将来のある時点で事前に決められた一定の交換レートで外貨を売り、
円を買う取引を行うことで、保有する外貨建て資産の為替変動に係る
リスクを回避することをいいます。 

基準価額  投資信託の時価を表すものです。基準価額は、その日の投資信託の純
資産総額を受益権総口数で割って計算され、日々変動します。なお、
当初１口が１円で始まる投資信託は１万口当りの価額で表示するこ
とが一般的です。 

繰上げ償還 信託約款に定められた信託期間（運用期間）の満了日前に投資信託が
償還されることを繰上げ償還といいます。 

個別元本 受益者毎の投資信託取得時の単価をいい（申込手数料（税込）は含ま
れません。）、複数回取得した場合は、追加取得のつど、取得口数に応
じて加重平均されます。 

収益分配 投資信託の決算期に、運用の結果あげられた収益などを受益権の口数
に応じて受益者に分配することをいいます。追加型株式投資信託で
は、課税扱いとなる普通分配金と、「元本の一部払戻しに相当する部
分」として非課税扱いとなる特別分配金があります。 

受益証券  契約型投資信託において受益権を表わす証券のことです。 

純資産総額 信託財産の資産を時価で評価した金額から負債金額を控除したもの
をいいます。 

償還 投資信託の信託期間（運用）が終了し受益者に金銭が返還されること
をいいます。 

信託期間  各投資信託ごとに定められた投資信託の運用期間をいいます。有期限
のものと期間の定めのない無期限のものとがあります。 

信託財産  投資信託として運用される資産のことをいいます。信託財産は受託会
社により保管・管理されます。 

信託財産留保額  投資信託を中途解約する投資家から徴収する一定の金額で、信託財産
に繰り入れます。これにより、引続き投資を続ける投資家との公平性
の確保を図っています。 

信託報酬 投資家が、投資信託の運用・管理にかかる費用として信託財産の中か
ら日々間接的に負担する費用です。信託報酬は投資信託会社（委託
者）・信託銀行（受託者）・販売会社の業務に対する対価として支払わ
れます。 
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信託約款 契約型投資信託において投資信託委託会社と受託会社との間に締結
され、信託契約が記されています。 

投資信託証券 一般に、投資信託証券とは、契約型の投資信託（投資信託または外国
投資信託）の受益証券や会社型の投資信託（投資法人および外国投資
法人）の投資証券をいいます。 

投資信託説明書 

(目論見書) 

投資信託の募集・販売の際に用いられる当該投資信託の募集要項や費
用、運用に係る内容等を記載した説明書のことです。金融商品取引法
では、投資信託会社に対し作成義務、販売会社に対し交付義務を課し
投資家の投資判断材料として提供されることになっています｡目論見
書ともいいます。 

トップダウン・アプローチ 経済・金利・為替などのマクロ的な投資環境の予測から、資産配分や
業種別配分を決定し、その後個別銘柄の選別を行う運用手法です。 

トラッキング・ 

エラー 

資産運用において、ベンチマークに対するリターンの乖離する可能性
を示す指標です。 

分配金再投資 

（累積投資） 

投資信託が収益分配を行うつど、その課税処理後の収益分配金を同一
の投資信託に速やかに再投資する仕組みをいいます。 

ベンチマーク 投資信託の運用を行うにあたり、目標とする指標をいいます。アクテ
ィブ型ファンドの場合は、ベンチマークを上回る投資成果を目指し、
インデックス型ファンドの場合はベンチマークとの連動を目指しま
す。 

ボトムアップ・アプローチ 個別企業の調査・分析をベースに投資銘柄を選定していく運用手法の
ことです。 

 



                      投資信託説明書         

                                 [ 請求目論見書 ] 
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新生･トロイカ ロシアファンド 
追加型証券投資信託 / ファンド・オブ・ファンズ / 自動けいぞく投資可能 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

設定・運用は 

新生インベストメント・マネジメント株式会社 

 
 

 

 

本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づき、投資家に交付される目論見書です。 

 



この投資信託説明書（請求目論見書）により行う「新生･トロイカ ロシアファンド」の募集につ

いては、委託会社は、金融商品取引法（昭和 23 年法第 25 号）第５条の規定により有価証券

届出書を平成 20 年４月 25 日に関東財務局長に提出しており、平成 20 年５月 11 日にその

効力が発生しております。 

 

 
 

当ファンドは、主として、投資信託証券への投資を通じて、主にロシアの株式を

実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の変動や、株式の発行会社

の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ること

があります。また、外貨建資産に投資をする場合は、為替の変動により、損失を

被ることがあります。 
 

 
 

・投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。 

・銀行など登録金融機関で投資信託を購入された場合、投資者保護基金の

支払対象ではありません。 

・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。 

・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が

負うことになります。 
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第三部 【ファンドの詳細情報】 

第１ 【ファンドの沿革】 

平成 20 年５月 30 日    信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始（予定） 

第２ 【手続等】 

１ 【申込(販売)手続等】 

① 取得申込み手続き 

１）販売会社の営業日は、原則として、いつでも申込みが可能です。 

２）原則として、午後３時(わが国の金融商品取引所が半休日の場合は午前 11 時)までに、販

売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎ

た場合は、翌営業日の取扱いとなります。 

※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファ

ンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得

申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得

申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記

載または記録を行うことができます。委託者は、当初設定および追加信託により分割された

受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法

に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機

関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな

記載または記録を行います。受託者は、当初設定については設定日（平成 20 年５月 30

日）に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法に

より、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 

② 取得申込不可日 

継続申込期間中は、販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当

する場合は、取得のお申込みの受付は行いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせく

ださい。 

●ダブリンの銀行休業日 

●ロシア取引システム（RTS）の休業日  

③ 申込単位 

申込単位につきましては、販売会社あるいは委託会社の下記照会先にお問い合わせくださ

い。 

新生インベストメント・マネジメント株式会社 

ホームページ アドレス  http://www.shinsei-investment.com 

電話番号 03-5157-5549 

お問合せ時間（営業日）９：00～17：00（半休日となる場合は９：00～12：00） 

④ コースの選択 
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１）収益分配金の受取方法によって、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の２通りがあり

ます。なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一方のコースのみのお取り扱いとな

る場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 

「一般コース」 

お申込みの際に、販売会社に取引口座を開設のうえ、お申込ください。 

「自動けいぞく投資コース」 

お申込みの際に、販売会社との間で「自動けいぞく投資契約」を結んでいただきます。別

の名称で当該契約と同様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることが

あります。 

２）収益分配金は、原則として各計算期間終了日の基準価額で再投資されます。手数料はか

かりません。 

 

⑤ 申込価額と金額 

１）受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は１口

当り１円)とします。 

２）取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は１口当り１円)に取得申込口

数を乗じて得た額に、お申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額で

す。 

３）お申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。 

 

⑥ 申込手数料 

１）取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は１口当り１円)に3.675％（税抜

3.5％）を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。 

２）収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。  

⑦ 取得申込の受付の中止、既に受付けた取得申込の受付の取消 

継続申込期間においては、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、

決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の

判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得

申込みの受付けを取り消す場合があります。 
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２ 【換金(解約)手続等】 

① 換金の請求 

１）販売会社の営業日は、原則として、いつでも換金が可能です。 

２）原則として、午後３時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前 11 時）までに、

販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過

ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。 

※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者

の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に

係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振

替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、換金の

請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 

② 換金請求不可日 

販売会社の営業日であっても、換金請求申込日が下記のいずれかに該当する場合は、換

金請求のお申込みの受付は行いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

●ダブリンの銀行休業日 

●ロシア取引システム（RTS）の休業日 

③ 換金制限 

ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、

大口の換金には受付時間制限および金額制限を行う場合があります。詳しくは、販売会社

にお問い合わせください。 

④ 換金単位 

販売会社が定める単位を持って換金できます。 

※販売会社によっては、換金単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合

わせください。 

⑤ 解約価額 

解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額※（当該基準価額に 0.3％の

率を乗じて得た額）を控除した価額とします。 

※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残

高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約

に対し解約者から徴収する一定の金額(基準価額に 0.3％)を乗じて得た額をいい、信託財

産に繰り入れられます。 

⑥ 手取額 

１口当りのお手取額は、解約価額※１から所得税および地方税（当該解約価額が受益者毎の

個別元本※２を超過した額に対し 10％※３）を差し引いた金額となります。 

※１ 解約価額＝基準価額－信託財産留保額＝基準価額－(基準価額×0.3％) 
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※２ 「個別元本」とは、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込

手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいいます。 

※３ 法人受益者は、所得税（７％）のみとなります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくだ

さい。 

● 税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合がありま

す。 

⑦ 支払開始日 

お手取額は、原則として解約申込みの受付日から起算して、７営業日目以降、販売会社に

おいて支払います。 

⑧ 解約申込の受付の中止、既に受付けた解約申込の受付の取消  

１）委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能

の停止、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍

結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）による

市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、第１

項による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の

実行の請求の受付を取り消すことができます。 

２） 前項により、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付

中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその

一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該

受付中止を解除した後の 初の基準価額の計算日（この計算日が解約の請求を受付けな

い日であるときは、この計算日以降の 初の解約の請求を受付けることができる日としま

す。）に一部解約の実行の請求を受付けたものとして取り扱います。 
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第３ 【管理及び運営】 

１ 【資産管理等の概要】 

(１) 【資産の評価】 

① 基準価額の算定 

１）基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則に従って

時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」と 

いいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 

２）ファンドは便宜上、基準価額を、１万口当りに換算した価額で表示することがあります。 

② ファンドの主な投資対象の評価基準 

１）信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時

価評価します。 

２）ケイマン籍の円建て外国投資信託 Troika Shinsei Russia Fund の Class A 受益証券は、

原則として、基準価額計算日に知りうる直近の営業日の基準価額で評価します。 

３）証券投資信託である SIM ショートターム・マザー・ファンド 受益証券は、基準価額計算日

の基準価額で評価します。 

４）外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）は、原則として

基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行います。 

５）予約為替は、原則として国内における計算日の対顧客先物相場の仲値によるものとしま

す。 

③ 基準価額の算出頻度と公表 

１）基準価額は委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および販売会社などで

入手することができます。 

２）基準価額につきましては、販売会社ないしは委託会社の下記照会先にお問い合わせくだ

さい。 

 

新生インベストメント・マネジメント株式会社 

ホームページ アドレス  http://www.shinsei-investment.com 

電話番号 03-5157-5549 

お問合わせ時間（営業日）９：00～17：00（半休日となる場合は９：00～12：00） 

 

また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊「オープン基準価格」欄に略称 

「トロイカ」として当ファンドの基準価額が掲載されます。 

（２） 【保管】 

該当事項はありません。 

(３) 【信託期間】 
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原則、無期限とします。 

ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解除し、信託を終了させることがあります。 

(４) 【計算期間】 

原則として、毎年５月 30 日から翌年５月 29 日までとします。ただし、各計算期間終了日が休

業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも

のとします。 

第一期計算期間は、信託設定日より平成 21 年５月 29 日までとします。 

(５) 【その他】 

① 信託の終了（繰上償還） 

１）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償

還させることができます。 

イ）受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合 

ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき 

ハ）やむを得ない事情が発生したとき 

２）前述の場合、委託会社は書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。（後

述の④「書面決議」をご覧ください。） 

３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契

約を解約し繰上償還させます。 

イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困

難な場合 

ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき 

ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した

とき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐこ

とを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。） 

ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反

するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき 

４）繰上償還を行う際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。 

② 償還金について 

１）償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日

が休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日以内に支払いを開始します。）から受

益者に支払います。 

２）償還金の支払いは、販売会社において行われます。 

③ 信託約款の変更など 
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１）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと

きは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンド

の併合（以下「併合」といいます。）を行うことができます。信託約款の変更または併合を行う

際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。 

２）この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合については、書面決議を行います。

（後述の④「書面決議」をご覧ください。） 

３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の

④「書面決議」の規定を適用します。 

④ 書面決議 

１）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行います。

この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を

定め、決議の日の２週間前までに受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面

決議の通知を発送します。 

２）受益者は受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。なお、受

益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。 

３）書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、受益者の議決

権の３分の２以上にあたる多数をもって行います。 

４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべて

の受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行いま

せん。 

５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファ

ンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、他のファンドとの併合を行うことはでき

ません。 

６）当ファンドの繰上償還、信託約款の重大な変更または併合を行う場合には、書面決議に

おいて反対した受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益権を信託財産をもって買

い取るべき旨を請求できます。 

⑤ 公告 

委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

⑥ 運用報告書の作成 

委託会社は、毎年５月の決算時および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容およ

び有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受

益者に対して交付します。 

 ２ 【受益者の権利等】 

受益者の有する主な権利は次の通りです。 

① 収益分配金・償還金受領権 
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１)受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、所有する受益権の口数に応じて受領する権    

利を有します。 

２) ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払

開始日から 10 年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属

します。 

② 解約請求権 

受益者は、受益権の解約を販売会社を通じて、委託会社に請求することができます。 

③ 帳簿閲覧権 

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲

覧を請求することができます。 
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第４ 【ファンドの経理状況】 

① ファンドの運用は、受益権の当初募集期間終了後の平成 20 年５月 30 日から開始する予定

であり、ファンドは有価証券届出書提出日現在、資産を有しておりません。 

② ファンドの会計監査は、監査法人トーマツにより行われ、監査証明を受けたファンドの財務諸

表は、特定計算期間毎に作成する有価証券報告書および特定計算期間の半期毎に作成す

る半期報告書に記載されます。 

③ 委託会社は、ファンドの信託財産に係る財務諸表の作成にあたっては、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則」および「投資信託財産の計算に関する規則」の定める

ところによります。 

１【財務諸表】 

該当事項はありません。 

２【ファンドの現況】 

【純資産額計算書】    

該当事項はありません。 

 

以下にご参考として記載する「SIM ショートターム・マザー・ファンド」の運用状況は平成 20 年３

月 31 日現在のものです。 

１【財務諸表】 

 該当事項はありません。 

２【ファンドの現況】 

【純資産額計算書】    

Ⅰ 資産総額 502,554,650 円

Ⅱ 負債総額 0 円

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ） 502,554,650 円

Ⅳ 発行済数量 498,247,321 口

Ⅴ 1 単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0086 円

 

第５ 【設定及び解約の実績】 

該当事項はありません。   
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